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   第 ５ 回   熊本県議会  決算特別委員会会議記録 

 

令和７年10月20日(月曜日) 

午前９時58分開議 

午前11時37分休憩 

午後０時58分開議

午後２時８分休憩 

午後２時14分開議 

午後２時46分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第37号 令和６年度熊本県一般会計歳

入歳出決算の認定について 

議案第42号 令和６年度熊本県港湾整備事

業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第43号 令和６年度熊本県臨海工業用

地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

議案第44号 令和６年度熊本県用地先行取

得事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

議案第46号 令和６年度熊本県林業改善資

金特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第47号 令和６年度熊本県沿岸漁業改

善資金特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

議案第57号 令和６年度熊本県下水道事業

会計決算の認定について 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(13人) 

        委 員 長 髙 木 健 次 

        副委員長 中 村 亮 彦 

        委  員 前 川   收 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 髙 島 和 男 

        委  員 坂 梨 剛 昭 

        委  員 前 田 敬 介 

        委  員 南 部 隼 平 

        委  員 住 永 栄一郎 

        委  員 斎 藤 陽 子 

        委  員 星 野 愛 斗 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 農林水産部 

         部 長 中 島   豪 

         理 事 

（食のみやこ推進担当） 

兼食のみやこ推進局長 間 宮 将 大 

       政策審議監 磯 谷 重 和 

生産経営局長 德 永 浩 美 

      農村振興局長 永 田   稔 

        森林局長 宮 脇   慈 

        水産局長 那 須 博 史 

    農林水産政策課長 紙 屋 勝 良 

団体支援課長 岩 野 洋 士 

政策調整監 杉 谷 将 洋 

 流通アグリビジネス課長 甲 斐 久美子 

      農業技術課長 山 本 剛 士 

農産園芸課長 福 永   哲 

畜産課長 安 武 秀 貴 

     担い手支援課長 林 田 慎 一 

      農村計画課長 野 入 正 憲 

       首席審議員 

     兼農地整備課長 大 森 直 樹 

     むらづくり課長 岩 田 長 起 

      技術管理課長 宮 川 和 幸 

      森林整備課長 野 間   圭 

      林業振興課長 藤 田 隆 利 

森林保全課長 山 下 聖 二 

      水産振興課長 山 下 博 和 

    漁港漁場整備課長 植 田 光 和 

土木部 

         部 長 菰 田 武 志 

       総括審議員 
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兼河川港湾局長 西 田 将 人 

       政策審議監 椎 場 泰 三 

      道路都市局長 奥 山 和 弘 

      建築住宅局長 折 田 義 浩 

        監理課長 安 田 昌 史 

用地対策課長 安 倍 千佳子 

首席審議員 

兼土木技術管理課長 弓 削 真 也 

道路整備課長 大 和 勇 紀 

道路保全課長 谷 水 秀 行 

首席審議員 

兼都市計画課長 高 橋 慶 彦 

下水環境課長 堤   哲 也 

河川課長 工 藤 康 隆 

港湾課長 田 村 伸 司 

砂防課長 橋 口 英 介 

建築課長 佐 澤   毅 

営繕課長 今 福 裕 一 

住宅課長 上 野 美恵子 

――――――――――――――― 

出納局職員出席者 

    会計管理者兼出納局長 野 中 眞 治 

    会計課長 小 夏   香 

――――――――――――――― 

監査委員・同事務局職員出席者 

         監査委員 小 原 雅 之 

局 長 井 藤 和 哉 

         監査監 石 井 利 幸 

         監査監 天 野 誠 史 

監査監 二 宮   守 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 岡 部 康 夫 

       議事課主幹 太 田 弘 巳 

       議事課主幹 眞 田 美也子 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○髙木健次委員長 ただいまから第５回決算

特別委員会を開会いたします。 

 本日は、午前に農林水産部の審査を行い、

午後から土木部及び下水道事業会計の審査を

行うこととしております。 

 これより農林水産部の審査を行います。 

 まず、執行部の説明を求めた後に、一括し

て質疑を受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いいたし

ます。 

 それでは、農林水産部長から総括説明を行

い、続いて、担当課長から順次説明をお願い

します。 

 初めに、中島農林水産部長。 

 

○中島農林水産部長 令和６年度決算の御説

明に先立ちまして、前年度の決算特別委員会

において御指摘のありました施策推進上改善

または検討を要する事項等のうち、農林水産

部関係につきまして、その後の措置状況を御

報告いたします。 

 「新規就農者ハウス継承緊急支援事業費補

助金、農業次世代人材投資事業等補助金につ

いて、資材高騰などで苦しい経営状況にある

生産者や新しく農業を始めようとする若い人

にもっと積極的に活用してもらうよう、市町

村と連携しさらにその周知に努めること。」

との御指摘をいただきました。 

 まず、新規就農者ハウス継承緊急支援事業

費補助金についてですが、当事業は、物価高

騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し

た認定新規就農者への貸出し用ハウス等の支

援事業でございますが、別に同様の事業がで

きたり、国による支援事業が創設されたりし

たことから、令和６年度で終了しておりま

す。 

 なお、現在は、国の令和６年度経済対策に

おいて創設されました新規就農者確保緊急円

滑化対策事業、この中の小事業ですが、世代

交代・初期投資促進事業において、認定新規

就農者の機械や施設の修繕や移設、整備の支

援が可能となったことから、必要な県負担分
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の予算を措置しているところでございます。 

 また、市町村を対象に、説明会や県内11地

域でのキャラバンを実施し、事業の周知と活

用推進に努めているところでございます。 

 次に、農業次世代人材投資事業等補助金に

ついて、当事業は、農業を志す者に対して、

就農準備や経営開始を支援するための資金を

交付する国の補助制度です。 

 近年は、他産業との人材獲得の競合や農業

資材価格の高騰などにより新規就農者が減少

し、その活用も少なくなっております。 

 そこで、県では、令和７年度から新しい熊

本農業のリーダーズ共創事業を創設し、就農

啓発から相談、研修、就農、定着、継承まで

の切れ目のない支援体制を整え、農業次世代

人材投資事業等補助金の活用推進に取り組ん

でいるところです。 

 また、市町村や認定研修機関、県立農業大

学校とも連携を深めながら、今後とも事業の

周知と活用推進に努めてまいります。 

 続きまして、農林水産部における一般会

計、特別会計の令和６年度の決算の概要につ

いて御説明申し上げます。 

 説明資料の１ページをお願いいたします。 

 まず、歳入については、一般会計と２本の

特別会計を合わせまして、収入済額は541億

3,800万円余で、不納欠損はございません。 

 なお、収入未済額は２億3,200万円余で、

補助金返還金や行政代執行費用等でございま

す。 

 次に、歳出については、支出済額は806億

4,500万円余、翌年度繰越額は473億1,900万

円余で、地元住民や関係機関との施工計画の

協議などに不測の日数を要し、やむを得ず繰

り越したものでございます。 

 また、不用額は72億4,600万円余で、事業

の計画変更や事業量の減少、執行残などによ

るものでございます。 

 以上が農林水産部の決算の概要でございま

す。 

 詳細につきましては、各課長から御説明い

たしますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 

○髙木健次委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いします。 

 

○紙屋農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 初めに、本年度の定期監査における農林水

産部の指摘事項につきましてはございません

でした。 

 それでは、お手元の決算特別委員会説明資

料に沿って説明させていただきます。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、不納欠損額、収入未

済額ともにございません。 

 次に、歳出について説明いたします。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ３段目の農業総務費のほぼ真ん中の列でご

ざいます。不用額849万円余を計上しており

ますが、人件費の執行残及び経費節減に伴う

執行減でございます。 

 次に、翌年度への繰越事業につきまして、

附属資料で御説明をいたします。 

 附属資料の１ページをお願いいたします。 

 明許繰越事業の合計は、最下段のとおり、

２億6,600万円余でございます。 

 主な理由といたしましては、農業公園施設

設改修事業で、大会議室の特注空調設備機器

の工場制作に不測の日数を要したことによ

り、やむを得ず次年度へ繰り越したものでご

ざいます。事業は、既に完了しているところ

でございます。 

 農林水産政策課は以上でございます。 

 

○岩野団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 説明資料の６ページをお願いいたします。 

 まず、歳入についてですが、不納欠損額は
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ございません。 

 ７ページをお願いします。 

 ５段目の農業改良資金貸付金回収金及び８

ページ、２段目の貸付金延滞違約金に収入未

済額がございますが、林業改善資金及び沿岸

漁業改善資金と併せて、後ほど附属資料で説

明いたします。 

 続きまして、歳出について説明します。 

 ９ページをお願いします。 

 最下段の農業金融対策費ですが、これは農

業関係の各種制度資金に係る経費でございま

す。 

 不用額6,581万円余につきましては、貸付

金の資金需要が見込みを下回ったことなどに

よる執行残でございます。 

 10ページをお願いします。 

 ２段目の農業共済団体指導費ですが、これ

は、農業共済組合の検査、指導に係る経費で

ございます。 

 不用額1,156万円余につきましては、収入

保険の保険料助成対象の加入申込みが見込み

を下回ったことなどによる執行残でございま

す。 

 11ページをお願いします。 

 最下段の水産業協同組合指導費ですが、こ

れは、水産業関係の団体検査指導や各種制度

資金に係る経費でございます。 

 不用額1,942万円余につきましては、貸付

金の資金需要が見込みを下回ったことなどに

よる執行残でございます。 

 13ページをお願いいたします。 

 林業改善資金特別会計でございます。 

 まず、歳入についてですが、不納欠損額は

ございません。 

 15ページをお願いします。 

 歳出についてですが、２段目の林業・木材

産業改善資金助成金は、林業及び木材産業で

の経営改善等への取組に対する無利子の貸付

資金でございます。 

 不用額１億113万円につきましては、資金

需要が見込みを下回ったことなどによる執行

残でございます。 

 16ページをお願いします。 

 沿岸漁業改善資金特別会計でございます。 

 まず、歳入についてですが、不納欠損額は

ございません。 

 17ページをお願いします。 

 歳出についてですが、沿岸漁業改善資金助

成金は、漁業経営の近代化に必要な資金を無

利子で貸し付けるものでございます。 

 不用額8,097万円余につきましては、資金

需要が見込みを下回ったことなどによる執行

残でございます。 

 続きまして、附属資料の２ページをお願い

いたします。 

 本年度に繰越しとなった事業について説明

いたします。 

 収入保険加入緊急支援事業については、令

和６年度２月補正予算で成立した予算を繰り

越したものです。 

 続きまして、121ページをお願いいたしま

す。 

 団体支援課の収入未済の状況について説明

いたします。 

 まず、上段の表、一般会計ですが、農業改

良資金貸付金回収金と次の貸付金延滞違約金

に、右から４列目の収入未済額は、それぞれ

1,554万円余、887万円余があり、借入者の経

営不振等による収入未済となっております。

このうち、本年９月末までに32万円を回収し

ております。 

 中段の林業改善資金特別会計については、

林業・木材産業改善資金の違約金2,161万円

余が収入未済となっております。このうち、

本年９月末までに13万円を回収しておりま

す。 

 下段の沿岸漁業改善資金特別会計につい

て、元金452万円、延滞違約金178万円余が収

入未済となっております。このうち、本年９

月末までに54万円を回収しております。 
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 122ページをお願いします。 

 収入未済額の過去３か年の推移になりま

す。 

 一般会計の農業改良資金貸付金回収金と貸

付金延滞違約金の合計額は、前年度から132

万円余減少しております。 

 林業改善資金特別会計の違約金は、前年度

から27万円余減少しております。 

 沿岸漁業改善資金特別会計の元金と違約金

の合計額は、前年度から105万円減少してお

ります。 

 団体支援課の収入未済額は、全体で264万

円余の減となります。 

 123ページをお願いします。 

 収入未済額の状況です。 

 ３つの会計の延滞の総件数は12件で、いず

れも分納により納付いただいております。 

 124ページをお願いします。 

 未収金対策についてですが、全ての貸付金

において、分納計画どおりに確実に納付され

るよう、管理台帳による償還状況の点検、把

握のほか、面談や電話等による催告は、債務

者に加え、連帯保証人に対しても実施してお

ります。 

 また、新たな未収金の発生を防止するた

め、期限内償還の呼びかけや延滞発生後の速

やかな督促のほか、漁協、森林組合等を通じ

て経営状況等を把握しながら催告を行ってい

るところです。 

 未収金の回収につきましては、引き続き関

係機関と連携を図り、確実な償還に努めてま

いります。 

 団体支援課は以上でございます。 

 

○杉谷食のみやこ推進局付政策調整監 食の

みやこ推進局付でございます。 

 説明資料の18ページをお願いいたします。 

 当局付は歳出のみでございます。 

 ２段目の農業総務費の真ん中の列、不用額

292万円余は、主に「食のみやこ熊本県」創

造推進ビジョンの策定に向けた有識者会議開

催に要する経費の節減に伴う執行残でござい

ます。 

 食のみやこ推進局付は以上でございます。 

 

○甲斐流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 説明資料の19ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、不納欠損額はござい

ません。 

 ３段目の物価高騰対応重点支援地方創生臨

時交付金につきましては、予算額に対し

4,953万円余の減となっておりますが、これ

は、主に熊本県農産物輸送効率加速化緊急支

援事業の事業量の減に伴うものでございま

す。 

 ４段目の地方創生推進交付金につきまして

は、予算額に対し5,238万円余の減となって

おりますが、これは、主に地域未来モデル事

業の翌年度への繰越しに伴うものでございま

す。 

 20ページをお願いいたします。 

 最下段、雑入に収入未済額として5,333万

円余を計上しておりますが、これにつきまし

ては、後ほど附属資料で御説明いたします。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 21ページをお願いいたします。 

 ２段目の農業総務費につきましては、農産

物の販売促進や六次産業化、ブランド化等を

支援する事業でございます。 

 不用額7,274万円余は、主に事業量の減に

伴う執行残でございます。 

 翌年度繰越しにつきましては、後ほど附属

資料で御説明いたします。 

 22ページをお願いいたします。 

 ２段目の農業改良普及費につきましては、

農業参入を行う企業を支援する事業で、不用

額987万円余は、主に事業量の減に伴う執行

残でございます。 

 次に、翌年度への繰越事業につきまして、
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附属資料で御説明いたします。 

 附属資料の３ページをお願いいたします。 

 令和７年度への明許繰越しの額は、9,760

万円余でございます。 

 繰越しの理由といたしましては、施工業者

の人材確保難等に伴い年度内の完了が困難と

なったことにより、やむを得ず繰り越したも

のでございます。 

 続きまして、収入未済額につきまして御説

明をいたします。 

 125ページをお願いいたします。 

 １の歳入決算の状況でございますが、雑入

で5,333万7,000円の収入未済が生じておりま

す。 

 これは、地域未来投資促進事業補助金にお

きまして、令和２年度に支援を行いました水

産加工施設整備に関する補助金返還事案でご

ざいます。 

 備考欄に記載のとおり、補助金返還を命じ

ましたが、全額返済に至っていないというも

のでございます。 

 126ページをお願いいたします。 

 ４の令和６年度の未収金対策を御覧くださ

い。 

 まず、これまでの経緯について御説明いた

します。 

 下の参考、これまでの経緯に記載をしてお

りますけれども、本案件は、事業者が補助金

交付決定時の用途と異なる支出など、補助条

件に反しましたことから、令和３年３月に、

7,835万5,000円の交付決定を取り消しまし

て、全額の返還を求めたものでございます。 

 交付決定取消し後、返還金の一部2,500万

円は回収をいたしましたが、残額分の5,335

万5,000円につきまして、事業者が再三の督

促にも応じず、返還計画も履行されなかった

ことから、令和３年８月に知事専決処分、そ

の後９月議会で御承認をいただきまして、法

人に対する民事訴訟を提起いたしました。 

 この結果、令和４年３月に県側の全面勝訴

の判決が確定しましたため、任意調査に基づ

く債権差押手続を開始し、令和４年５月と令

和５年３月の２回で約１万8,000円の預金を

差し押さえております。 

 また、令和５年度には、12月議会で御承認

をいただきまして、令和６年２月に、法人代

表者個人に対する民事訴訟を提起しまして、

同年５月、県の訴えを全面的に認める判決が

確定しております。 

 県では、さらに、本件につきましては、虚

偽の書類作成が行われ、使途不明金も確認さ

れるなど、極めて悪質な事案であると考えま

して、法人代表者に対しまして、令和５年３

月に詐欺罪で刑事告訴をしております。 

 法人代表者は、令和６年７月に逮捕、８月

に起訴されまして、３回の公判を経て、今年

６月に懲役３年６か月の実刑判決が下されて

おります。７月に被告人が控訴を申し立てま

したので、控訴審の第１回公判がちょうど先

週行われたところでございます。 

 上に戻っていただきまして、令和６年度の

未収金対策でございますが、法人代表者個人

に対する民事訴訟において、令和６年５月に

県の訴えを全面的に認める判決が確定したこ

とから、法人代表者個人への債権差押手続を

予定しておりましたところ、同時期に進行し

ておりました刑事訴訟の公判の中で、被告人

であります法人代表者が不動産売却によりま

す弁済の意向を示しましたことから、県側の

弁護士等も助言いただきまして、状況を注視

していたところでございます。 

 しかしながら、これまで不動産売却の状況

について進展が見られず、弁済も全くされて

いないということから、現在、法人代表者個

人に対します債権差押手続を進めているとこ

ろでございます。 

 流通アグリビジネス課は以上でございま

す。 

 

○山本農業技術課長 農業技術課でございま
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す。 

 説明資料の23ページをお願いいたします。 

 まず、歳入についてですが、不納欠損額、

収入未済額ともございません。 

 予算現額と収入済額の差額が大きいものに

つきまして説明をいたします。 

 下から１段目のみどりの食料システム戦略

緊急対策交付金は、備考欄の同交付金の事業

量の減及び翌年度への繰越しに伴う減でござ

います。 

 24ページをお願いいたします。 

 ４段目の国産農産物体制強化対策事業費補

助は、備考欄の農業支援サービス事業緊急拡

大支援事業の事業量の減及びスマート農業・

農業支援サービス事業導入総合サポート緊急

対策事業費の繰越しに伴うものでございま

す。 

 ６段目の消費・安全対策推進交付金は、備

考欄の同交付金の事業量の減によるものでご

ざいます。 

 下のページの５段目の農畜産物売払収入

は、2,100万円余の増額となっており、これ

は農研センターにおける農畜産物の収量増に

よるものでございます。 

 27ページをお願いいたします。 

 歳出についてでございます。 

 最下段の農業改良普及費の不用額につきま

しては、主に協同農業普及事業や農業支援サ

ービス事業緊急拡大支援対策事業の計画変更

及び事業量の減に伴うものでございます。 

 28ページをお願いいたします。 

 ２段目の農作物対策費の不用額につきまし

ては、主に熊本型みどりの食料システム戦略

推進事業、令和５年経済対策でございます

が、この計画変更、事業量の減少に伴うもの

でございます。 

 次に、下のページ、１段目の植物防疫費の

不用額につきましては、主に病害虫発生予察

事業の未実施による執行残によるものでござ

います。 

 ２段目の農業研究センター費の不用額は、

主に農業研究センター管理運営に係る改修工

事の計画変更や入札に伴う減によるもの及び

人件費の執行残によるものでございます。 

 30ページをお願いいたします。 

 １段目の農業研究センター費の不用額は、

畜産部門の人件費の執行残及び経費削減に伴

うものでございます。 

 続きまして、別冊の附属資料４ページをお

願いいたします。 

 今年度に繰越しとなった事業について御説

明をいたします。 

 １段目及び２段目の事業は、国の経済対策

に対応しまして２月補正予算で措置したもの

を次年度に繰り越しているものでございま

す。 

 ３段目の農業研究センター施設改修事業に

ついては、工法等について、関係機関との協

議に不測の日数を要したため、繰り越したも

のでございます。 

 繰越事業については、年度内完了に向け

て、適切な事業執行に努めてまいります。 

 農業技術課については以上でございます。 

 

○福永農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 説明資料の31ページをお願いします。 

 まず、歳入についてですが、不納欠損額、

収入未済額ともにありません。 

 予算現額と収入済額の差額が大きいものに

つきまして御説明をいたします。 

 ２段目からの国庫支出金、国庫補助金につ

いて、まず、３段目の物価高騰対応重点支援

地方創生臨時交付金は、備考欄のとおり、同

交付金の繰越しに伴う減及び事業量の減によ

るものでございます。 

 下から３段目の国産農産物生産・供給体制

強化対策費補助は、備考欄の産地パワーアッ

プ事業費補助金等の繰越しに伴う減及び事業

量の減によるものでございます。 
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 下から２段目の国産農産物体制強化対策事

業費補助は、備考欄の麦・大豆等水田農業生

産体制強化補助金等の繰越しに伴う減及び事

業量の減によるものでございます。 

 最下段、農業・食品産業強化対策整備交付

金は、備考欄の強い農業づくり総合支援交付

金の繰越しに伴う減及び事業量の減によるも

のでございます。 

 32ページをお願いします。 

 １段目、経営所得安定対策推進事業費補助

は、畑地化促進事業費等の事業量の減及び繰

越しに伴う減でございます。 

 諸収入につきましては、最下段の産地パワ

ーアップ事業補助金は、国から全国団体に基

金として積み立てられた財源を活用するもの

で、繰越しに伴う減及び事業量の減によるも

のでございます。 

 次に、下のページ、歳出についてでござい

ます。 

 翌年度繰越額は59億3,800万円余、不用額

については16億9,200万円余で、最下段から

35ページに記載の農作物対策費が中心でござ

います。 

 繰越額につきましては、後ほど御説明をい

たします。 

 33ページ、最下段の農作物対策費の不用額

につきましては、多くは備考欄の理由のとお

り、計画変更、事業量減少に伴う執行残で、

35ページに記載の産地パワーアップ事業、国

の経済対策に対応して補正予算で措置し、全

額を令和６年度に繰り越したものでございま

す。 

 続きまして、別冊の附属資料５ページをお

願いいたします。 

 今年度に繰越しとなった事業について御説

明をいたします。 

 明許繰越しが、７ページまで、21事業ござ

います。 

 ５ページ、１段目の脱炭素型施設園芸緊急

対策事業から最下段までの８つの事業につき

ましては、国の経済対策に対応しまして、補

正予算で措置したものを次年度に繰り越して

いるものでございます。 

 ６ページ、１段目の持続的露地野菜産地育

成事業及び下から２段目と最下段の強い農業

づくり支援事業は、資機材や建設関係技能者

の不足により、不測の日数を要したものでご

ざいます。 

 同じページ、２段目の生産資材価格高騰緊

急対策事業から５段目までの４つの事業につ

きましては、国の経済対策に対応しまして、

補正予算で措置したものを次年度に繰り越し

ているものでございます。 

 ７ページ、１段目の産地パワーアップ事業

は、実施設計書の作成に関する工事調整に不

測の日数を要したものでございます。 

 ２段目から最下段までの５つの事業は、国

の経済対策に対応いたしまして、補正予算で

措置したものを次年度に繰り越しているもの

でございます。 

 繰越事業につきましては、適切な事業執行

に努めてまいります。 

 農産園芸課は以上でございます。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 説明資料の36ページをお願いします。 

 まず、歳入についてですが、不納欠損額、

収入未済額ともございません。 

 予算現額と収入済額との差が大きい主なも

のについて御説明いたします。 

 下から３段目の家畜伝染病検査手数料が

6,600万円余の減、その下段の家畜伝染病注

射手数料が5,000万円余の増となっておりま

す。 

 これにつきましては、令和６年度当初予算

要求作業に当たっていた令和５年９月に佐賀

県内で九州で初めてとなる豚熱が発生したこ

とを受け、同月末から開始しました豚熱ワク

チン接種に係る手数料収入の受入れ科目につ

いて、下段の注射料手数料を選択すべきとこ
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ろを誤って検査手数料として歳入予算計上し

たことによる増減でございます。 

 37ページをお願いします。 

 ４段目、家畜伝染病予防事業費負担金が３

億9,200万円余の減となっております。 

 これにつきましては、高病原性鳥インフル

エンザ等の大規模な伝染病の発生がなかった

ため、費用の２分の１の国庫負担金の収入が

少なかったことによる減でございます。 

 次に、下から５段目の家畜市場再編整備費

補助が12億900万円余、下から２段目の畜産

競争力強化整備事業費補助が６億6,400万円

余、最下段の畜産物輸出コンソーシアム推進

対策事業費補助が１億2,600万円余、38ペー

ジの最上段の物価高騰対応重点支援地方創生

臨時交付金が４億4,300万円余の減となって

おります。これにつきましては、いずれも事

業の繰越しによる減でございます。 

 39ページをお願いします。 

 下から２段目の各種団体精算返納金が

9,900万円余の増となっております。 

 これは、肉豚価格下落時のセーフティーネ

ットである肉豚経営安定交付金、いわゆる豚

マルキンについて、令和３年から令和５年の

３か年の事業対象年間が終了し、県が負担し

た積立金の返還があったことによる増でござ

います。 

 40ページをお願いします。 

 次に、歳出についてですが、下段の畜産振

興費は、畜産クラスター事業をはじめとした

畜産業の振興に資する費用でございます。 

 不用額１億500万円余を計上をしておりま

すが、主に畜産クラスター事業等の事業量の

減少に伴う執行残でございます。 

 翌年度繰越しにつきましては、後ほど附属

資料で御説明いたします。 

 42ページをお願いします。 

 家畜保健衛生費において、不用額９億

5,000万円余を計上しておりますが、主な理

由といたしましては、歳入のところでも御説

明いたしましたが、大規模な家畜伝染病の発

生がなかったことによる家畜伝染病まん延防

止対策事業の事業量の減少に伴う執行残でご

ざいます。 

 続きまして、繰越事業について説明いたし

ます。 

 附属資料８ページをお願いします。 

 明許繰越しにつきましては、１段目の家畜

市場再編整備支援事業費から９ページの最下

段の肉骨粉利用促進事業費まで、合計19か所

について、令和７年度へ予算を繰り越してお

ります。 

 このうち、８ページ、最下段の畜産営農継

続調査検討事業費につきましては、菊池地域

における畜産営農継続構想策定に向け、建設

事業費の積算等を行うことにしておりました

が、契約相手方との協議に不測の日数を要し

たため、やむを得ず繰り越したものでござい

ます。これにつきましては、年内完了する予

定でございます。 

 その他の事業につきましては、国の経済対

策に伴い、２月補正で成立した予算であり、

年度内完了が見込めなかったため、やむを得

ず繰り越したものでございます。 

 なお、事故繰越については該当ありませ

ん。 

 畜産課は以上でございます。 

 

○林田担い手支援課長 担い手支援課でござ

います。 

 説明資料の43ページをお願いいたします。 

 まず、歳入についてでございます。 

 不納欠損はありませんが、収入未済があり

ますので、後ほど附属資料で御説明いたしま

す。 

 44ページをお願いします。 

 １段目、物価高騰対応重点支援地方創生臨

時交付金は、物価高騰に対応する交付金です

が、国の経済対策に伴い、２月補正で予算化

したものであり、翌年度へ繰り越したことに
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よる減です。 

 45ページの１段目、農業・食品産業強化対

策整備交付金は、国の経済対策に対応したも

ので、担い手への農業機械や施設の導入を支

援するものですが、繰り越して実施した事業

量の減と翌年度に繰り越したことに伴う減で

ございます。 

 下から２段目、農業経営力向上支援事業費

補助金は、集落営農組織での機械導入や法人

化を目指す取組に対する事業ですが、事業要

望が少なかったことによる減でございます。 

 47ページをお願いいたします。 

 下から２段目、農業次世代人材投資事業等

補助は、農業を志す者に対する研修時や就農

開始時の資金を交付する事業ですが、交付対

象者が減少したことによる減でございます。 

 最下段の雑入は、農業教育環境整備事業補

助金等でございますが、主な減額の理由は、

農業大学校における教育環境の整備におい

て、事業量の減及び翌年度への繰越しによる

ものでございます。 

 続きまして、歳出について御説明いたしま

す。 

 48ページをお願いいたします。 

 ３段目の農業総務費は、農地集積や農業経

営の継承、担い手支援などに要する経費です

が、主に地域営農組織を支援する事業とくま

もと農業経営相談所の運営経費の計画変更や

事業量の減少に伴う執行残です。 

 ４段目の農業改良普及費は、新規就農者等

の担い手対策に要する経費ですが、部長から

の概要説明にありました就農前後に資金を交

付する農業次世代人材投資事業や新規就農者

への中古ハウス整備を支援する新規就農者ハ

ウス継承緊急支援事業などの事業量の減によ

るものでございます。 

 49ページの１段目、農業構造改善事業費

は、担い手に対する農業機械や施設等の導入

を支援する経費ですが、主に担い手確保・経

営強化支援事業が全国的に多くの事業申請が

行われたため、本県への配分が要望よりも少

なかったことに伴う減でございます。 

 ２段目の農業指導施設費は、農業大学校関

連の経費ですが、施設運営に係る光熱費等の

減少や導入予定備品の計画変更等による執行

残でございます。 

 続きまして、附属資料の10ページをお願い

いたします。 

 繰越事業について御説明いたします。 

 １段目の新規就農者確保緊急円滑化対策事

業及び３段目の担い手確保・経営強化支援事

業費は、新規就農者や担い手に対し、機械、

施設の整備を支援する事業で、また、６段目

の実践力強化研修高度化事業は、農業大学校

の施設整備を行う事業ですが、これら３本の

事業は、いずれも国の経済対策に伴い予算化

した事業で、年度内の事業完了が見込めず繰

越しを行ったものです。 

 また、５段目の農業大学校施設保全事業

は、畜産施設の浄化槽改修工事において、設

計の見直しが必要となったため、繰越しを行

ったものです。 

 繰越しの合計は、最下段のとおり、８か所

でございますが、年度内には全て完了する予

定でございます。 

 続きまして、127ページをお願いいたしま

す。 

 収入未済の状況について御説明いたしま

す。 

 １の歳入決算の状況を御覧ください。 

 諸収入、雑入の各種団体清算返納金につき

まして、右から４列目の収入未済額1,160万

6,000円は、就農前の研修時に資金を交付す

る農業次世代人材投資事業の返還に係るもの

でございます。 

 収入未済の理由は、備考欄に記載のとお

り、交付対象者が返還規定に該当したため、

速やかな資金の回収に向け返還を命じました

が、一括返還する資力がないことによるもの

でございます。 
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 ３の収入未済額の状況で、滞納者５名は分

納による返済を希望しており、そのうち２名

は分割納付中、他の３名につきましては協議

を進めているところでございます。 

 次に、４の令和６年度の未収金対策につい

て御説明いたします。 

 全ての滞納者に対して、返還に関する協議

を実施し、電話での連絡や自宅訪問による催

促を実施した後、滞納者の預貯金の調査等を

行った上で、分納額を決定して返還を求めて

おります。５名のうち、令和６年度に返還と

なった１名については、協議の結果、令和７

年度に返済する見込みとなっております。 

 また、再発防止に向け、弁護士への相談の

下、連帯保証人への返済義務を付加するため

の交付実施要領を改正しております。 

 これらの取組を確実に実施し、今後とも未

収金が解消されるよう努めてまいります。 

 担い手支援課は以上でございます。 

 

○野入農村計画課長 農村計画課でございま

す。 

 説明資料の50ページをお願いします。 

 歳入につきましては、不納欠損額、収入未

済額ともにございません。 

 51ページをお願いします。 

 上から３段目の農村地域防災減災事業費補

助につきましては、予算額に対し６億200万

円余の減となっております。 

下から３段目の農業競争力強化基盤整備事

業費補助につきましては、予算額に対し１億

3,000万円余の減となっております。 

これは、いずれも翌年度への繰越しに伴う

ものでございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 53ページをお願いします。 

 上から２段目の農業総務費の不用額1,800

万円余は、主に農業委員会等振興助成費の事

業量の減少などに伴う執行残です。 

 次に、翌年度への繰越事業につきまして

は、附属資料で御説明いたします。 

 当課の繰越事業につきましては、附属資料

の11ページから15ページに記載しておりま

す。 

 15ページをお願いいたします。 

 明許繰越しの合計は、最下段のとおり、28

か所で８億5,700万円余でございます。 

 主な理由としましては、関係機関や地元と

の協議、調整に不測の日数を要したもの、国

の経済対策に伴い補正予算で措置したもの

で、やむを得ず次年度へ繰り越したものでご

ざいます。 

 なお、既に請負業者との契約を締結してお

り、いずれも年度内には全て完了する予定で

ございます。 

 農村計画課は以上です。 

 

○大森農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 説明資料の55ページをお願いいたします。 

 歳入について御説明いたします。 

 歳入につきましては、不納欠損額はござい

ません。 

 下から２段目の国営土地改良事業費負担金

に収入未済額がございますけれども、これは

後ほど附属資料で御説明いたします。 

 ２段目の分担金につきましては、予算額に

対し３億9,000万円余の減となっておりま

す。 

 これは、土地改良事業に関わるものでござ

いまして、主に国庫補助金の内示減と予算計

上後に分担金、負担金の額の変更が生じたも

のでございます。 

 ６段目の負担金につきましては、予算額に

対し３億円余の増となっております。 

 これは、土地改良事業及び災害復旧事業に

係るもので、主に予算計上後に分担金、負担

金間の額の変更が生じたものでございます。 

 56ページをお願いいたします。 

 下から２段目の農地費国庫補助金につきま
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しては、予算額に対し71億8,800万円余の減

となっております。 

 これは、土地改良事業に対する国庫補助金

でございますけれども、主に国庫内示減及び

繰越しに伴うものでございます。 

 58ページをお願いいたします。 

 ２段目の農業生産基盤整備推進交付金につ

いて、予算現額に対し収入済額が5,300万円

余の増となっております。 

 これは、国庫補助金の内訳の科目を誤って

受け入れたものでございまして、本来、４段

目、農業生産基盤整備事業費補助として受け

入れるべきものになります。事務的な不備に

よるものでございますので、今後このような

誤りがないように再発防止に努めてまいりま

す。 

 下から２段目の災害復旧費国庫補助金につ

きましては、予算額に対し24億4,100万円余

の減となっております。 

 これは、災害復旧事業に対する国庫補助金

でございますが、主に国庫内示減及び繰越し

に伴うものでございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 61ページをお願いいたします。 

 61ページ、３段目の土地改良費の不用額５

億1,200万円余は、国からの内示減や計画変

更などにより事業量が減少したことに伴うも

のでございます。 

 翌年度繰越しにつきましては、後ほど附属

資料で御説明いたします。 

 次に、62ページをお願いいたします。 

 62ページ、２段目の農地防災事業費の不用

額１億1,000万円余は、これは国からの内示

減が主なものとなっております。 

 次に、63ページ、３段目の農地災害復旧費

の不用額３億4,400万円余、これにつきまし

ても国からの内示減が主なものとなっており

ます。 

 次に、翌年度への繰越事業につきまして、

附属資料で御説明を申し上げます。 

 附属資料の16ページから50ページが当課関

係になっております。 

 まず、44ページをお願いいたします。 

 明許繰越しの合計は、最下段のとおり、

222か所で128億2,000万円余でございます。 

 主な理由といたしましては、地元や関係機

関との協議、調整に不測の日数を要したも

の、工事の工法検討に不測の日数を要したも

の、国の経済対策に伴い２月補正で成立した

予算でございまして、年度内の事業完了が見

込めず、不測の日数を要したものなどでござ

いますが、いずれもやむを得ず次年度へ繰り

越したものでございます。 

 地元関係者と調整が必要なことから、進捗

率が低い地区もございますが、事業効果が早

期に発現できるよう、今年度の工事完了を目

指しているところでございます。 

 次に、50ページをお願いいたします。 

 50ページ、事故繰越の合計は、最下段のと

おり、46か所で28億190万円余でございま

す。 

 主な理由といたしましては、地元関係機関

との協議、調整に不測の日数を要したもの、

現場条件の変化に伴い工法検討に不測の日数

を要したものなどでございます。いずれも、

やむを得ず次年度へ繰り越したものでござい

まして、年度内には全て完了する予定でござ

います。 

 次に、収入未済額について御説明いたしま

す。 

 128ページをお願いいたします。 

 １の歳入決算の状況でございますけれど

も、１段目の国営土地改良事業費負担金で

1,096万2,000円の収入未済額が生じておりま

す。 

 収入未済の理由は、備考欄に記載のとお

り、農家の高齢化ですとか離農など、農業情

勢の変化に伴う支払い能力の低下によるもの

でございます。 

 ２段目の収入未済額の過去３か年の推移を
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御覧いただきますと、令和５年度は分納が滞

っておりましたが、３段目の収入未済額の状

況の備考欄に記載のとおり、令和６年度は、

９月に滞納処分を行いまして、133万3,000円

を差し押さえております。 

 最下段、４番の令和６年度の未収金対策に

つきましては、土地改良区に対し、未納解消

対策の年度計画の策定、定期的な収入状況及

び見込みの提出など協議を行っているところ

でございます。 

 最後、用地取得の未登記の関係でございま

す。 

 132ページをお願いいたします。 

 工事施工に伴う取得した用地につきまし

て、相続登記等の関係で未登記となっている

ものでございます。 

 表の中ほど、(Ｇ)の欄に記載がありますよ

うに、令和６年度末の登記残筆は58筆でござ

います。 

 今後とも、関係者の動向や現地の状況を確

認しながら、原因への対応などを検討して、

未登記解消に努めてまいります。 

 農地整備課は以上でございます。 

 

○岩田むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 説明資料の64ページをお願いいたします。 

 収入につきましては、不納欠損額、収入未

済額ともにございません。 

 ５段目の農山漁村地域活性化推進交付金に

つきましては、予算額に対し2,700万円余の

減となっております。 

 これは、主に中山間地域総合支援対策事業

の翌年度への繰越しに伴うもの及び事業量の

減少に伴うものでございます。 

 ６段目の農山漁村地域活性化整備交付金に

つきましては、予算額に対し2,800万円余の

減となっております。 

 これは、主に鳥獣被害防止対策・ジビエ利

活用加速化事業の翌年度への繰越しに伴う減

及び国庫補助金の内示減に伴うものでござい

ます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 66ページをお願いします。 

 ４段目の農作物対策費の不用額1,500万円

余は、主に鳥獣被害防止対策・ジビエ利活用

加速化事業の入札に伴う執行残でございま

す。 

 翌年度繰越しにつきましては、附属資料で

説明いたします。 

 附属資料の51ページをお願いいたします。 

 当課の繰越事業につきまして記載しており

ます。 

 明許繰越しの合計は、最下段のとおり、５

か所で3,600万円余でございます。 

 主な理由といたしましては、事業実施の調

整に不測の日数を要したことや、国の経済対

策に伴い２月補正で成立した予算であり、年

度内の事業完了が見込めなかったものなど、

やむを得ず次年度へ繰り越したものでござい

ます。年度内には全て完了する予定でござい

ます。 

 事故繰越はございません。 

 むらづくり課は以上でございます。 

 

○宮川技術管理課長 技術管理課でございま

す。 

 説明資料の68ページをお願いします。 

 歳入につきましては、不納欠損額、収入未

済額ともございません。 

 ３段目の地籍調査費補助につきましては、

予算額に対し３億200万円余の減となってお

ります。 

 これは、地籍調査費の翌年度への繰越しに

伴うものでございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 69ページをお願いします。 

 ３段目の農地総務費の不用額100万円余

は、主に人件費の執行残に伴うものでござい

ます。 
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 次に、繰越事業につきまして、附属資料で

御説明いたします。 

 当課の繰越事業につきましては、附属資料

の52ページから53ページに記載しておりま

す。 

 53ページをお願いします。 

 明許繰越しの合計は、最下段のとおり、４

億5,400万円余でございます。 

 主な理由としましては、国の経済対策に伴

い２月補正で成立した予算であり、年度内の

完了が見込めなかったものや国の基準改定に

伴い年度内の事業完了が見込めなかったもの

など、いずれもやむを得ず次年度へ繰り越し

たものでございます。年度内には全て完了す

る予定でございます。 

 技術管理課は以上でございます。 

 

○野間森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 説明資料の70ページをお願いします。 

 歳入につきましては、不納欠損額、収入未

済額ともにございません。 

 下から２段目の国庫支出金につきまして

は、予算額に対し25億8,300万円余の減とな

っております。 

 これは、主に71ページ、３段目の造林事業

費補助や５段目の合板・製材生産性強化対策

事業費補助における翌年度への繰越しによる

ものです。 

 72ページをお願いします。 

 １段目の財産収入につきましては、予算額

に対し3,300万円余の増となっております。 

 これは、主に下から２段目の県有林売払収

入の増に伴うものでございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 75ページをお願いします。 

 ２段目の林業総務費の不用額6,900万円余

は、主に事業費の減少に伴う執行残です。 

 次に、翌年度への繰越事業につきまして附

属資料で御説明いたします。 

 当課の繰越事業につきましては、附属資料

の54ページから57ページに記載しておりま

す。 

 56ページをお願いします。 

 明許繰越しの合計は、最下段のとおり、29

か所で34億5,900万円余でございます。 

 主な理由といたしましては、林業関係労務

者の不足により不測の日数を要したことによ

り、やむを得ず次年度へ繰り越したものでご

ざいます。 

 57ページをお願いいたします。 

 事故繰越の合計は、最下段のとおり、２か

所で１億3,100万円余でございます。 

 主な理由といたしましては、木材の搬出路

である林道の復旧工事の遅れや人員不足で不

測の日数を要したことにより、やむを得ず次

年度へ繰り越したものでございます。 

 なお、１段目の右側の欄の進捗で93％とな

っておりますが、現場のほうは完了しており

ます。検査等の事務手続を踏まえて、今月中

には全て完了する予定でございます。 

 森林整備課は以上でございます。 

 

○藤田林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 説明資料の79ページをお願いします。 

 歳入につきましては、不納欠損額、収入未

済額ともにございません。 

 １段目の国庫支出金ですが、予算現額と収

入済額の差額45億3,174万円余につきまして

は、ほとんどが翌年度への繰越しによるもの

でございます。 

 主な内訳としましては、80ページをお願い

します。 

 上から３段目の合板・製材生産性強化対策

事業費補助、下から２段目の過年林道災害復

旧費補助などでございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 83ページをお願いいたします。 

 ３段目の林業振興指導費の不用額7,629万
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円余となっておりますが、主に林業の担い手

研修における事業量の減少によるものでござ

います。 

 また、85ページの林道災害復旧費で不用額

が４億6,341万円余となっておりますが、主

に他所管の災害復旧事業との事業実施の調整

による事業量の減少によるものでございま

す。 

 続きまして、翌年度への繰越しにつきまし

て、附属資料で御説明をさせていただきま

す。 

 当課の繰越事業につきましては、附属資料

の58ページから80ページに記載しておりま

す。 

 74ページをお願いいたします。 

 明許繰越しの合計は、最下欄のとおり、95

か所で35億3,420万円余でございます。 

 主な理由といたしましては、資機材の調達

及び建設関係技術者等の労務不足、他事業と

の調整に不測の日数を要したことにより、や

むを得ず次年度へ繰り越したものでございま

す。 

 80ページをお願いします。 

 事故繰りの合計は、最下段のとおり、41か

所で12億5,428万円余でございます。 

 主な理由といたしましては、他所管の災害

復旧事業との事業実施の調整に不測の日数を

要したことにより、やむを得ず次年度へ繰り

越したものでございます。年度内には全て完

了する予定でございます。 

 林業振興課は以上です。 

 

○山下森林保全課長。森林保全課でございま

す。 

 説明資料の86ページをお願いします。 

 まず、歳入につきましては、不納欠損額、

収入未済額ともにございません。 

 最上段、国庫支出金は、予算額に対し52億

6,000万円余の減となっております。 

 これは、４段目の農山漁村地域整備交付

金、６段目の治山事業費補助など、山地災害

復旧事業等の一部を次年度に繰り越したこと

によるものでございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 89ページをお願いします。 

 １段目の治山費の不用額６億円余につきま

しては、緊急治山事業費など、主に事業計画

を見直したことに伴う執行残でございます。 

 90ページをお願いします。 

 治山施設災害復旧費の不用額５億6,000万

円余につきましては、主に他事業との調整の

結果、後年度の実施に変更したことに伴う執

行残でございます。 

 次に、翌年度への繰越事業につきまして、

附属資料で御説明いたします。 

 当課の繰越事業は、81ページから記載して

おります。 

 100ページをお願いいたします。 

 明許繰越しの合計は、最下段のとおり、

123か所、67億8,000万円余でございます。 

 主な理由は、工法検討や地権者との協議な

どに日数を要したもののほか、国の経済対策

に伴う２月補正予算分は年度内に完了できな

いものであり、やむを得ず繰り越したもので

ございます。 

 108ページをお願いします。 

 事故繰越の合計は、最下段のとおり、43か

所、22億8,000万円余でございます。 

 主な理由は、工法変更や建設関係技能者の

不足に伴い、工事完成に必要な日数を確保す

るために、やむを得ず繰り越したものでござ

います。いずれも年度内には全て完了する予

定でございます。 

 森林保全課は以上です。 

 

○山下水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 説明資料の91ページをお願いします。 

 歳入についてですが、不納欠損額、収入未

済額ともにありません。 
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 予算現額と収入済額の差が大きいものにつ

いて御説明いたします。 

 92ページをお願いします。 

 ３段目の物価高騰対応重点支援地方創生臨

時交付金につきましては、右から４列目の記

載のとおり、予算額に対し１億3,000万円余

の収入額の減となっております。 

 これは、主に水産業物価高騰緊急対策事業

など、翌年度への繰越しに伴うものでござい

ます。 

 下から４段目の水産関係地方公共団体交付

金につきましては、右から４列目の記載のと

おり、予算額に対し１億6,000万円余の収入

の減になっております。 

 これは、主に赤潮対策緊急支援事業の翌年

度への繰越しに伴うものでございます。 

 続きまして、歳出について御説明いたしま

す。 

 95ページをお願いします。 

 ２段目の水産業振興費の真ん中の列、不用

額１億6,000万円余は、主に赤潮被害緊急対

策支援事業の事業量の減少に伴うものでござ

います。 

 98ページをお願いします。 

 水産研究センター費の真ん中の列、不用額

3,000万円余は、主に試験研究事業の人件費

の執行残に伴うものでございます。 

 次に、翌年度繰越しについて、附属資料で

御説明いたします。 

 附属資料109ページをお願いいたします。 

 明許繰越しの合計は、最下段のとおり、６

か所で４億6,000万円余でございます。 

 主な繰越しの理由につきましては、赤潮で

へい死した養殖魚の代替魚の年度内確保が困

難であったり、国の経済対策に伴い２月補正

で成立した予算であり、年度内の事業完了が

見込めなかったものでございます。いずれの

事業も年度内の完了が見込めないため、やむ

を得ず繰り越したものですが、次年度内に完

了する予定です。 

 131ページをお願いします。 

 県有財産処分について御説明いたします。 

 漁業取締船「ひご」の売却ですが、令和５

年11月に退役した取締船を令和７年１月に売

却処分したものでございます。 

 水産振興課は以上です。 

 

○植田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 説明資料の99ページをお願いいたします。 

 歳入についてですが、不納欠損額はござい

ません。 

 上から３段目の公害防止事業費事業者負担

金と101ページの下から２段目、雑入に収入

未済額がございます。こちらは、後ほど附属

資料で御説明いたします。 

 予算現額と収入済額との比較で差額が大き

いものは、100ページの３段目の国庫補助金

ですが、ほとんどが翌年度への繰越しによる

ものでございます。 

 翌年度繰越しにつきましては、後ほど附属

資料で御説明いたします。 

 100ページ最下段、受入れ節の誤りは、広

域漁港整備事業費補助として受け入れるべき

9,219万円余を、101ページの１段目、地域水

産物供給基盤整備事業費補助として、国庫補

助金の内訳科目を誤って受け入れたもので

す。 

 交付決定があった国庫補助金を受け入れる

ための収入調定書作成時において生じた誤り

であり、今後このような誤りを繰り返さない

よう、再発防止に努めているところでござい

ます。 

 続きまして、歳出につきまして御説明いた

します。 

 102ページをお願いいたします。 

 最下段が漁港建設管理費ですが、不用額が

1,697万円余となっております。 

 これは、漁港整備に要する費用で、不用額

が生じた主な理由は、待ち受け事業の未実施
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等によるものでございます。 

 103ページの漁港災害復旧費では、不用額

が2,300万円となっております。 

 これは、漁港施設での災害がなかったた

め、災害復旧に係る待ち受け予算が不要とな

ったものです。 

 次に、翌年度への繰越事業につきまして、

附属資料で御説明いたします。 

 附属資料の110ページから119ページまでが

明許繰越しでございます。 

 119ページをお願いいたします。 

 最下段のとおり、61か所、18億円余でござ

います。 

 明許繰越しの主な理由としましては、地元

との協議に不測の日数を要したもの、事業者

との協議に不測の日数を要したもの、国の経

済対策に伴い２月補正で成立した予算であ

り、年度内の事業完了が見込めなかったもの

で、いずれもやむを得ず次年度へ繰り越した

ものでございます。これらの事業は、年度内

の完了に向けて取り組んでいるところでござ

います。 

 次に、120ページが事故繰越でございま

す。 

 最下段のとおり、４か所、７億2,000万円

余でございます。 

 事故繰越の主な理由としましては、設計、

製作に不測の日数を要したものです。これら

の事業につきましては、既に完了してござい

ます。 

 129ページをお願いいたします。 

 収入未済額について御説明いたします。 

 １の歳入決算の状況ですが、１段目の公害

防止事業費事業者負担金で7,682万円余、２

段目の雑入で2,733万円余の収入未済が生じ

ております。 

 公害防止事業費事業者負担金は、水俣市の

丸島漁港において、昭和62年度に水銀を含ん

だ汚泥の除去を行いましたが、その費用が未

納となっているものでございます。 

 また、雑入は、牛深漁港において、平成30

年度に放置船処分の行政代執行を行いました

が、この費用が未納となっているものでござ

います。 

 収入未済の理由は、備考欄に記載のとお

り、債務者に十分な資産がないためによるも

のでございます。 

 130ページをお願いいたします。 

 ４の令和６年度の未収金対策につきまして

は、まず、公害防止事業費事業者負担金につ

いては、老齢厚生年金を差押え中であり、新

たな資産の保有がないか、資産の調査を継続

実施しており、引き続き債権回収に取り組ん

でまいります。 

 次に、放置船処分行政代執行費用について

は、預貯金調査を実施しましたが、費用対効

果が小さい少額の預金口座しか確認できず、

差押えを見送ったところです。 

 引き続き、資産調査を継続し、債権回収に

取り組んでまいります。 

 漁港漁場整備課は以上です。 

 

○髙木健次委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、質疑は、該当する資料名並びにペー

ジ番号を述べてからお願いします。 

 質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 農林水産部全体の歳入歳出決

算総括表、１ページですね。 

 農林水産政策課だと思いますけれども、そ

の内容を見ると、歳入において不納欠損額は

ございません。ただ、収入未済の内容を見て

いくと、不納欠損予備軍と言っていいような

内容のものがたくさんありますので、後ほど

そのことについて少し触れさせてもらいたい

と思います。 

 それからもう一つ、歳出のほうの不用額、

これが72億4,600万円ということで、かなり
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大きな不用額が出ております。 

 ほかの部にも聞くんですけれども、不用額

の内容もそれぞれありますし、待ち受けで予

算を準備しとかざるを得ないものと、ちゃん

と予定をしてたけれども、執行残になってし

まったというもの、もしくは、やりたくても

やれなかったもの、様々あろうかと思います

が、この不用額の分を少しでも減らしていく

ことができれば、当初予算から予算の余裕が

少し出てくると私は思ってまして、これはほ

かの部にも言っているんですけれども、やり

たくてもやれなかった、予算がなくてやれな

かった事業が、この不用額の部分を各課の努

力によって減らしていくことによって、新し

い事業の枠をつくることができるんじゃない

かという思いがございますので、その点につ

いて少しだけお話をさせていただきたいと思

います。 

 たくさんあるからちょっと分かりにくいん

ですけれども、その他で、それ以外の部分

で、農業技術課、25ページ、最初から行きま

すね。 

 農研センターの生産物売払い収入が２割ぐ

らい増えているということでありますが、こ

の理由について教えてください。１億の予定

が１億2,700万円に上がったと。2,100万円増

収しているという部分について教えていただ

ければと思います。いい話です、これは。 

 それから、さっきの不用の中で、66ページ

のむらづくり課の農産物の鳥獣被害防止対策

ということで1,500万円の不用が出ておりま

すが、一般的に、私は中山間地域におります

から、もう御存じのとおりでありますけれど

も、鳥獣被害対策用のネットですね、防護

柵、これの需要はたくさんあります。予算が

欲しい、予算が欲しいという話をいつも聞い

ております。 

 ただ、蓋を開けると不用が出てるという話

でありまして、予算がないわけじゃなくて、

不用が出てたわけでありますから、なぜ使わ

れなかったのかという部分について、それぞ

れの中山間地域を掲げる鹿とかイノシシがた

くさんいるところは、本当にたくさん必要だ

ということですけれども、不用になってま

す。多分、市町村との調整がうまくいってな

いのかなという思いもありますけれども、そ

の内容について教えてください。 

 あと、122ページ、団体支援課。 

 ここが、多分予備軍といった収入未済がご

ざいまして、それぞれに貸付金がありまし

て、その貸付金を121ページと122ページのほ

うに書いてあります。収入未済に対する調べ

でありますけれども、これは、農業も林業も

水産もそれぞれに収入未済が出ているわけで

ありまして、収入未済の額と１年間で回収で

きた額を見て比べていくと、これは、到底、

計画どおりにいったって欠損処理をしなきゃ

ならなくなってしまうんじゃないかなという

気がいたしておりますが、122ページです

ね。 

 例えば、一番上の農業改良資金貸付金回収

金ということですけれども、令和４年、令和

５年、令和６年、もうほとんど回収がなされ

てない。少しずつはありますけれども、予算

の総額から見ると、相当分これはありますか

ら、件数がどのくらいあって、１件当たりが

どのくらいなのかがよく見えてないので、分

かりにくいんですけれども、ここは最後のと

ころに書いてあるんですね、４件。４件でこ

の額ということであれば、これは、１年間で

回収できている額から見れば届かないんじゃ

ないかなと思ってますが、不納欠損に回さな

いようにどう努力をなさるのかをまたお話を

してください。教えてください。 

 それと、かなり悪質なものもあって、そも

そも今裁判までやっているという話もござい

ましたけれども、そういうやつについてもし

っかり不納欠損に回さないようにお願いをし

ておきたいというふうに思います。 

 以上です。はい、大丈夫です、後は。 



第５回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（令和７年10月20日) 

 - 19 - 

 

○紙屋農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 まず、一番最初に委員のほうからお話ござ

いました不納欠損の予備である収入未済額で

ございます。 

 ２億400万円余ございますけれども、この

部分、新たな、実際に、この収入ができない

事業については、担い手支援課のほうの事業

で、次世代の人材投資のほうの補助金の返還

金の分が出てくると思います。 

 実際に、収入未済額については、ここ数

年、少しずつ増えているというような現状で

はございます。当然、その最初にしっかりし

た審査をした上で、この方については責任を

持ってみんなで支えていくというような方向

で、こういったお金を給付はするんですけれ

ども、その後のフォローも含めまして、しっ

かりとやっていければというふうに考えてい

るところでございます。 

 また、不用額のほうのお話もございまし

た。 

 不用額につきましては、御指摘のとおり、

事業についてはハード事業中心でございま

す。特に、経済対策を中心に、国のほうの経

済対策の予算を、繰越しもしくは事故繰りと

いうような方法も使いまして、精いっぱい活

用していくというような方向で取り組んでお

りますけれども、Ｒ６年度につきましては、

約70億程度の一般会計上では不用額が生じて

いるという状況でございます。こういったも

のをしっかりと減らしていくという必要性、

認識をしております。 

 ちなみに、Ｒ２年度もしくは３年度という

のは、やっぱり災害が多うございまして、非

常に、予算に対する不用額の割合は10％ほど

に上っていた状況でございますけれども、そ

の後、できる限りそういった予算が出ないよ

うにということで、今回、Ｒ６年度につきま

しては、５％台まで何とか縮めております。

これは、Ｒ２年、要は令和２年７月豪雨前の

水準まで何とか戻してきたというところでご

ざいます。 

 とはいいましても、できる限り不用額を減

らせるよう、当然、引き続き着実な事業の着

工を、執行をしていきたいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

 

○山本農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 説明資料の25ページの農研センターの農畜

産物売払い収入について増額している理由と

いうことでございました。 

 こちらにつきましては、農研センターのほ

うにおきましては、試験研究の中で生じた農

産物、そういったものを売り払ったりしてい

るという状況でございます。 

 青果物でいきますと、かんきつですとかト

マト、イチゴ、こういったもの、まとまった

量が収穫できる場合については、市場出荷と

いうことで競り売りにかけたり、あるいは、

不定期で、少量の場合については研究所内で

販売することもございます。また、牛、豚

は、すぐには売れないというのもございます

ので、こういったところについては、畜連で

すとかあるいは畜産流通センターと売却処分

契約、委託契約をあらかじめ締結しておい

て、出てきた農畜産物を売却するというシス

テムになっているところでございます。 

 今回、かなりの額が収入済額ということで

上がっておりますけれども、例えば、牛につ

きましては6,000万円余、そして、生乳、牛

乳ですね、これについては1,800万円余、豚

については600万円余、それ以外が、かんき

つ、トマト、イチゴの農産物ということでご

ざいます。 

 こうしたものについては、計画的に生産す

るというよりも、そのとき出てきたものを売

るという形になりますけれども、特に畜産関
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係の価格が上昇をしていたということで、ト

ータルで、収量も増えたこともありますけれ

ども、価格も増加したということで、今回、

収入調定額、収入済額が増加しているという

状況でございます。 

 引き続き、農研センターの適切な研究、そ

れに伴っての販売というのも適切に実施して

まいりたいというふうに考えております。 

 農業技術課につきましては以上でございま

す。 

 

○岩田むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 先ほど御質問のありました66ページの農作

物対策費の不用額についてですけれども、不

用額全体1,500万円余という説明いたしまし

たけれども、そのうち鳥獣被害防止対策・ジ

ビエ利活用加速化事業につきましてが約６割

程度の850万円余となっております。 

 実際の内訳としましては、鳥獣等の侵入防

止柵の設置費用に関わります。これにつきま

しては、年度当初に割り当て、各市町村や協

議会等へ配分いたしました国の交付金でござ

いますけれども、そちらのほうも、当然、各

市町村等で入札をいたしまして、入札の残額

が生じます。その残額を一回県のほうで取り

まとめいたしまして、再配分という形で追加

の配分をいたしております。 

 その中で、特に鳥獣の被害防止に努めたい

という市町村等から、昨年度、４つの地域の

ほうから要望がございまして、12月ぐらいに

追加の配分をいたしたところでございます。

よって、県の２月補正の計上に間に合わず

に、その後に入札を実施したことによって入

札の差額が生じてしまったということで、そ

こで不用が生じたということになっておりま

す。 

 今年度も、国からの配分が若干少なかった

ということで、早めに入札のほうを各市町村

やっていただいて、その差額を一旦また県で

集めまして、再配分を今現在進めているとこ

ろでございます。なるべくそういった不用額

が生じないような手続をやっていきたいと思

っております。 

 むらづくり課は以上です。 

 

○岩野団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 附属資料121ページ、122ページの未収金に

ついての質問でございます。 

 こちらにつきましては、例えば、農業改良

資金貸付金回収金ですと４件ございまして、

金額としても、1,000万を超えている方から

100万以下の方まで複数のケースが入ってい

るところでございます。令和６年度の回収額

が63万3,000円ですので、確かに、このまま

続けるとということの御心配かと思われま

す。 

 まず、分納計画どおりの納付を督促してま

いりたいと思っておりますし、また、状況に

応じて、新たな償還誓約書の作成、連帯保証

人への督促も行っておりますし、保証人会議

の開催によって、その新たな増額ですね、増

額して返還や一括納付の協議等も毎年１回は

面談して行っているところでございます。 

 特に、時効の管理には十分留意していくつ

もりでございまして、時効が完成しないよう

に、要するに不納欠損に回らないように、し

っかりその納付が滞らないようにまずはして

いきながら、チャンスを見て増額ですね、少

しでも早く前倒しして、増額して返還いただ

くように催告を行っていきたいというふうに

考えております。 

 団体支援課は以上です。 

 

○前川收委員 まず、不納欠損の話ですけれ

ども、今おっしゃったように、気になるの

は、やっぱり時効が来てしまって、結局は、

不納欠損になってしまって欠損処理をして、

もう請求できなくなるということが──基本



第５回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（令和７年10月20日) 

 - 21 - 

的には、税金でありますから、その税金を使

って貸し付けた金が入ってこなくなるという

ようなことは、やっぱり極力避けなければな

らない。ゼロにすることは、なかなか難しい

かもしれませんが、それをやっぱりどうやっ

て避けていくかということ、これは貸付けす

るなという意味じゃなくて、貸付けする際

に、やっぱりきちっと御理解いただいて、不

測の事態が生じて仕方ないということもある

かもしれませんが、やっぱりそれは税金とい

う前提から考えれば、不納欠損処理せずに済

むように、しっかり努力を重ねてください。 

 今年度の決算には、不納欠損はまだこの部

には出ておりませんので、少しは安心してお

りますが、そのうち、さっき言ったような予

備軍が回っていく可能性が高いなという思い

がありますので、ぜひそこはよろしくお願い

します。 

 それから、農研センターは、農研センター

で作る作物ですから、どこより高く、どこよ

りいいものができてるはずだというふうに思

っておりますので、毎年、予定よりも高く売

っていただけるように頑張ってください。あ

りがとうございます。 

 それから、鳥獣被害の防護柵、66ページ、

むらづくり課。 

 予算をもうちょっと頑張って増やしてほし

いというのが基本的な私の思いでありまし

て、待ってらっしゃるところが大分ございま

す。私のところにも直接お見えになって、あ

そこに防護柵をつけてほしいということで、

それは補助金があるんでしょうと言うから、

はい、補助金あるから申請してくださいとい

う話をして、大分待ってらっしゃいますね。 

 これは、翌年繰り越したから1,500万余っ

たみたいなふうになっているとおっしゃった

けれども、不用が出るぐらいだったら、その

とき使えよと、その場で使えないのと言いた

くなります、正直。 

 ニーズがあると、需要があるという前提が

あります。だから、その需要を把握するの

は、基本的には市町村ですから、市町村とう

まく連携できてないのかなという思いをちょ

っと持ったということでありますので、ぜひ

全体的な需要の把握をしていただいて、今あ

る全体的な需要の把握を市町村に対して調べ

ていただいて、それに対して──鳥獣被害

は、１年待てば本当にもう耕作意欲をなくす

ぐらいの被害が出てしまうところもたくさん

ございます。やっぱりすぐ応えてあげられる

ように努力をするのは我々の務めだと思って

まして、市町村の中じゃ何か所もストックが

あって、１年ごとに待ってくださいって待た

せとるうちには、もう耕作しないと、耕作放

棄になるというところもたくさんあるんじゃ

ないかと心配しておりますので、そこはもう

一回きちっと市町村の需要の把握をしなが

ら、国に対して、足りないのであれば、また

しっかり我々も要望していきたいと思ってま

す。 

 鳥獣被害は、別にもう熊本だけじゃなく

て、ほかの部分も含めて今非常に取り沙汰さ

れておりますし、これは防ぐ側の被害ですけ

れども、あとは駆除する側もやっていかなけ

ればならないと思いますが、とてもそれは地

域の皆さん方のニーズに応えられているとは

思えない今の現状だと思いますので、そこは

ぜひ頑張っていただきたいと思いますが、市

町村等のどの程度ストックがあるのかについ

て、県でもしっかり把握してもらいたいと。

ストックというのは、毎年変わっていくと思

って、だんだん増えていくんですけれども、

今現在でもどのくらいお待ちになってらっし

ゃるのかということが分かってないと、予算

をやっぱり取ろうと思ったときに、そのモチ

ベーションにならないので、そこをぜひ把握

してください。 

 私からは以上です。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑はありません
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か。 

 

○髙島和男委員 今の前川委員の最後の鳥獣

被害に対して補足して質問をさせてくださ

い。 

 66ページ、むらづくり課でございます。 

 この事業で年間６億5,000万円ということ

で支出がされておりますが、私も、この前の

質問で取り上げましたけれども、現場は、本

当今のお話のように、イノシシ、鹿の被害が

増加傾向にあるというのは、もう改めて言う

までもないわけでございますが、市町村が作

成する計画に基づいてやっていくわけでござ

いますが、実際、その６億5,000万円の事業

で、この被害額というのが減少したのかどう

なのか、そこら辺の数値的なものを把握して

いらっしゃるのか、そこいらをぜひ教えてく

ださい。 

 

○岩田むらづくり課長 鳥獣による被害額に

ついてということですけれども、実際、毎年

調査を行って、公表も行っているところでご

ざいます。 

 これまで、平成22年度にピークとなります

８億4,500万というのがピークでございまし

て、それを契機に、いろいろな対策を実施し

てきております。それ以降、大体５億円前後

という形で推移しておりますけれども、なか

なかちょっと高止まりしているという印象は

我々も認識しているところです。 

 これまでも、被害防止対策としましては、

地域みんなでやる「えづけストップ！」対策

ですね。環境整備、それと侵入防止柵と捕

獲、最終的にはジビエの利活用というふうに

一体となって進めてきているところですけれ

ども、なかなか効果的な対策といいますか、

これをやったら必ず減るというのがなかなか

ございませんので、まずは地域みんなで被害

防止対策に取り組んでいこうということで、

各地域のほうにモデル地区等も設定して被害

防止対策に努めているところでございます。 

 むらづくり課は以上となります。 

 

○髙島和男委員 減少傾向から依然としてや

っぱりまだ高止まりにあるというような御説

明だったと思うんですけれども、新たな改善

策というのがなかなか見いだしておれない

と。明許繰越しの中でも３つの町が柵を造る

ことに関して繰り越したというような御説明

もあったかと思うんですけれども、本当は国

全体としても新たな防止策というのを考えな

くちゃいけない時期だと思います。 

 ぜひ、今後も、費用対効果というものを、

今までも明らかにしているということでござ

いますけれども、捕獲数はもちろんでござい

ますけれども、被害額の減少にぜひまた注力

をしていただきたいと思います。 

 以上です。答弁要りません。 

 

○髙木健次委員長 ほかにございませんか。 

 

○前田憲秀委員 48ページ、担い手支援課さ

んになるかと思います。 

 御説明の中でもありました。部長のお話の

中でも新規就農者が減少してというお話があ

りました。 

 ここにも、不用額を生じた理由に、計画変

更、事業量の減少とありますけれども、もう

少しそこら辺を御説明いただいていいでしょ

うか。 

 

○林田担い手支援課長 担い手支援課でござ

います。 

 農業次世代人材投資事業の不用額が生じた

理由ということでございます。 

 新規就農者数につきまして、今の状況をち

ょっと申し上げますと、大体10年ぐらい前は

500名程度新規就農者がいましたけれども、

ここ数年ぐらいは400名の前半ぐらい、それ

から、直近につきましては400名をちょっと
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割り込んだというようなことで、新規就農者

数がだんだんだんだんちょっと減少している

ような状況にございます。 

 その原因として、私たちとしましては、他

産業による人材獲得の競合ですとか、あとは

農業資材価格が高止まりしているというよう

なことで、新規就農者、例えば、親元就農者

が来ても、そこの自分の家の経営を拡大する

ことが難しくて収入を増やすことができない

というようなことで、新規就農者がちょっと

減少しているのではないかなというようなこ

とを分析しているところです。この新規就農

者が減少するのに相まって、この農業次世代

人材投資事業、これの活用も少なくなってき

ているというふうに考えております。 

 農業次世代人材投資事業につきましては、

就農する前の研修の２年間に年間150万円を

交付するというものと、あと就農した後に３

年間、経営開始資金ということで、経営を開

始する経営基盤の弱いときに150万の資金を

交付するというような事業でございますけれ

ども、この事業につきましては、新規就農者

獲得のためには非常に有効な事業というふう

に考えておりますので、部長のほうの概要説

明にもありましたとおり、キャラバンを行っ

たりとか、市町村と連携して、この事業の活

用推進をしっかり図っていきたいというふう

に考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 部長のお話でもリーダーズ共創事業を創設

しとありました。例えば、農業をやりたいと

いう人が、例えばワンストップの最初の相談

窓口みたいな、そんなイメージを持ってもい

いんですかね。 

 

○林田担い手支援課長 委員おっしゃられる

とおりで、ワンストップの窓口というのも、

実際、今県庁の中の農業会議の中にございま

す。そこで、いろんなところからの相談対応

にも応じて、その後、研修をしたい、どこで

研修をしたい、何を研修したいということ

で、その研修場所の紹介であったりとか市町

村の紹介、そういうものも行っているところ

でございます。それも、委員おっしゃられた

とおり、リーダーズ共創事業の中で今実施し

ているところでございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 新規就農とはちょっと違うんですが、私

も、若手の就農者の相談で、例えば圃場の整

備だとか排水路の整備なんか相談よくあるん

ですよね。そして、行政側に相談に行くと、

いわゆるまとまって整備をやったほうが、も

ちろん効果的なのでいいですよとなるんです

けれども、ほかの就農をしている人たちが、

もう続けぬばいとか、もう売れるもんなら売

却したいみたいな話があって、なかなか進ま

ない。だから、本当に農業をやろうという、

現在やっている人で、新しくやろうとする人

はもうなおさらなんですけれども、魅力をと

にかく発信できるような、そういう仕組みを

さらにつくっていただければなと思います。 

 説明にもあったように、項目も様々な名称

があって、これは素人はもうとても分かりま

せんよね。そして、何といいますか。負担金

にしろ、補助金にしろ、様々項目もあって、

これは申告の部類も違ってくると思います

し、とにかくやってみたいという人に何か取

っかかりつかめるような、そういう仕組みを

ぜひつくっていただきたいなと、さらにつく

っていただきたいなと思います。よろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

 

○髙木健次委員長 ほかにありませんか。 

   (｢はい」と呼ぶ者あり) 

○髙木健次委員長 なければ、これで農林水

産部の審査を終了します。 
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 これより午後１時まで休憩します。 

午前11時37分休憩 

――――――――――――――― 

  午後０時58分開議 

○髙木健次委員長 休憩前に引き続き委員会

を再開します。 

 これより土木部及び下水道事業会計の審査

を行います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いしま

す。 

 それでは、土木部長から総括説明を行い、

続いて、担当課長から順次説明をお願いしま

す。 

 初めに、菰田土木部長。 

 

○菰田土木部長 令和６年度決算の御説明に

先立ちまして、前年度の決算特別委員会にお

いて御指摘のありました施策推進上改善また

は検討を要する事項等のうち、土木部関係に

つきまして、その後の措置状況を御報告いた

します。 

 前年度の決算特別委員会では、共通事項と

して１点の御指摘がございました。 

 お配りしておりますお手元の令和６年11月

定例会決算特別委員長報告の11ページに記載

されておりますので、併せて御覧ください。 

 各部局共通事項の２点目、「車検切れの公

用車の使用は、大変な事態である。今回は土

木部の事例であるが、このことは県庁全体で

も起こりうるので、県庁全体で再発防止とな

るような管理方法を考えること。」という御

指摘でございます。 

 その後の措置状況としましては、出納局及

び総務部から令和６年12月19日付で本庁各課

及び出先機関に対して、全庁的な再発防止策

の一環として、車検の有効期限を確認するた

めの情報の共有及び車検完了の確認を行うよ

う通知がありました。土木部各課では、これ

に基づき適正管理に努めております。 

 また、端緒となった都市計画課をはじめ土

木部においては、これに加えて、再発防止策

として、個人のイントラネットスケジュール

に車検の有効期限満了日等を入力し、車検情

報を見える化することにより組織的な車両管

理を図るとともに、予約簿、運転日誌等に車

検の有効期限を目立つように表示すること

で、公用車の運転者や同乗者が常に車検時期

を把握できる体制を構築しました。 

 今後、二度とこのような事態が発生しない

よう、継続して適正な公用車管理の徹底に努

めてまいります。 

 それでは、土木部の令和６年度決算の概要

について御説明申し上げます。 

 説明資料の１ページ、令和６年度歳入歳出

決算総括表をお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、最下段の計の

欄のとおり、一般会計、特別会計を合わせま

して、収入済額が615億1,000万円余、不納欠

損額は150万2,000円でございます。  

不納欠損額の主なものは、土木部発注の請

負契約において、請負業者の破産に伴う契約

解除により発生した前払い金余剰額の利息に

ついて、破産手続終結により債権が消滅し、

回収不能となったものです。 

 また、収入未済額は２億8,600万円余とな

っており、こちらの主なものは、海砂利超過

採取に係る過料等となっております。 

  なお、予算現額と収入済額との差368億 

5,500万円余は、主に翌年度への事業繰越し

に伴う国庫支出金の減でございます。 

  続きまして、歳出でございます。 

  一般会計、特別会計合わせまして、支出済

額が1,358億8,000万円余、翌年度繰越額は 

867億9,000万円余でございます。 

  繰越理由の主なものとしましては、工事の

施工等に伴い発生した関係者との協議、調整

に時間を要したことなどにより工期が不足し

たものであり、現在、その執行に鋭意取り組

んでいるところでございます。 
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  また、不用額は29億4,000万円余となって

おり、その主な理由は、事業費確定に伴う執

行残等によるものでございます。 

  以上、令和６年度土木部歳入歳出決算の概

要につきまして、総括的に御説明申し上げま

したが、詳細につきましては、各課長から説

明いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○髙木健次委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いします。 

 

○安田監理課長 監理課でございます。 

 土木部の定期監査におけます指摘事項は、

土木技術管理課について御指摘がございまし

た。後ほど担当課長から御説明申し上げま

す。 

 それでは、決算の概要について御説明いた

します。 

 説明資料２ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳入でございます。 

 少し飛びまして、４ページ、お願いいたし

ます。 

 ４ページ１段目、諸収入についてでござい

ますが、中央部分縦軸、不納欠損額というの

がございますが、こちら、111万3,000円とな

っております。後ほど附属資料のほうで御説

明いたします。 

  その他、収入未済額はございません。 

  続きまして、５ページをお願いいたしま

す。 

 一般会計の歳出でございます。 

 ３段目、土木総務費について、1,632万 

2,000円の不用額が生じております。 

これは、主に職員給のうち、共済費の基礎

年金に係る公的負担率が６ポイントほど低下

して改定されましたが、これ最終補正予算編

成後の改定であったことから執行残となった

ものでございます。 

 続きまして、６ページをお願いいたしま

す。 

 ２段目、建設業指導監督費について、665

万円の不用額が生じております。 

主なものは、建設産業担い手確保・育成事

業におきまして、働き方改革などへの取組を

予定しております団体さんへの補助金を準備

しておりましたが、その実績が少し見込みを

下回ったことによるものでございます。 

 続きまして、別冊の附属資料の209ページ

をお願いいたします。 

 こちら、不納欠損に関する調べでございま

す。調定年度は、書いてございますが、令和

４年度不納欠損額が111万3,000円となってお

るところでございます。 

これは、令和３年度に工事請負契約を締結

いたしました天草市の建設会社が、翌４年度

に破産申立てを行いまして、令和６年度に破

産いたしました。この契約では、県が前払い

金を支払っておったところでございますが、

契約を解除した時点での出来高が前払い金額

に達していなかったことから、差額の支払い

余剰金については、保証会社より県のほうへ

返還を受けておるところでございます。 

 この支払い余剰金返還の日までの利息、約

130万円が収入未済となっておったところで

ございますが、昨年10月に、破産に伴う債権

者への配当といたしまして、約20万円ほど入

金がございました。その後、同年12月、破産

手続終結決定となりまして債権が消滅したこ

とから、表に記載のとおり、111万3,000円が

不納欠損処分となったものでございます。 

  監理課からは以上でございます。 

 

○安倍用地対策課長  用地対策課でございま

す。 

  用地対策課は、一般会計及び用地先行取得

事業特別会計について御説明させていただき

ます。 

  説明資料の７ページをお願いします。 

 一般会計の歳入について、不納欠損額、収
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入未済額はございません。 

 下段の諸収入のうち、行政代執行費につい

ては、予算に対し収入済額に450万8,000円の

増額が生じておりますが、これは、令和５年

10月から12月にかけて実施した行政代執行に

ついて、その費用を令和６年度に移転義務者

から徴収したためでございます。 

 次に、８ページをお願いします。 

 一般会計の歳出でございます。 

 土木総務費で363万3,000円の不用額が生じ

ておりますが、主に収用手続に係る事務費等

の執行残でございます。 

 続きまして、９ページお願いします。 

 用地先行取得事業特別会計の歳入ですが、

不納欠損額、収入未済額はございません。 

 続きまして、10ページのほうをお願いいた

します。 

 用地先行取得事業特別会計の歳出でござい

ます。 

 最下段の利子について、32万8,000円の不

用額が生じておりますが、中九州横断道路に

係る用地先行取得事業の起債償還利子の執行

残でございます。 

  次に、附属資料の１ページをお願いいたし

ます。 

 翌年度への明許繰越しについては、用地先

行取得事業特別会計の１か所で6,269万1,000

円となっています。 

繰越しの理由といたしましては、中九州横

断道路の用地買収の交渉に伴い発生する相続

問題により用地の取得が遅れたため、やむを

得ず翌年度へ繰り越したものでございます。

現在までの進捗状況は約９割となっておりま

す。 

 最後に、一番最後のページ、213ページお

願いします。 

 取得用地の未登記につきましては、一覧表

に記載のとおりでございます。 

 用地対策課の説明は以上です。 

 

○弓削土木技術管理課長 土木技術管理課で

ございます。 

 まず、定期監査において指摘事項がござい

ましたので、御説明いたします。 

 別添の監査結果指摘事項をお願いします。 

 指摘事項は、職員の交通事故についてで

す。 

内容は、職員を加害者とする私用中の交通

事故で、司法処分が課された事例でございま

す。 

  事故の概要は、信号のないＴ字路において

一旦停止後、右折しようと進行した際に、片

側１車線の優先道路を右側から左側に直進し

てきた車両と接触し、直進車両は、接触の弾

みで対向車に衝突して横転したものです。横

転した車両の運転手は、頸椎捻挫等で全治３

週間のけがを負い、職員及び職員車両の同乗

者にけがはありませんでした。 

 この事故を受け、再発防止策としまして、

所属での交通安全研修の実施や、毎月の班長

会議、個別面談等で注意喚起を行ってきたと

ころです。 

 また、今年度も、交通安全のビデオ視聴を

実施いたしました。引き続き、注意喚起を行

い、再発防止に努めてまいります。 

 続きまして、決算について御説明します。 

 説明資料の11ページをお願いします。 

 収入について、不納欠損額、収入未済額は

ございません。 

 続きまして、歳出について御説明します。 

 説明資料の12ページをお願いします。 

 土木総務費におきまして、203万6,000円の

不用額が生じておりますが、これは、主に職

員給与の執行残によるものです。 

  土木技術管理課は以上です。 

 

○大和道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 決算について御説明させていただきます。 

 説明資料の14ページをお願いいたします。 
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 歳入につきましては、不納欠損額はござい

ません。 

諸収入の収入未済につきましては、後ほど

附属資料で御説明させていただきます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 資料17ページをお願いいたします。 

 １段目の道路新設改良費の不用額は、

9,373万2,000円でございます。 

これは、地域道路改築費の事業費確定によ

る執行残などでございます。 

  以上が一般会計における歳入歳出でござい

ます。 

  続きまして、翌年度への繰越事業につきま

して、附属資料で御説明させていただきま

す。 

  道路整備課につきましては、附属資料の２

ページから45ページまで記載しております。 

43ページをお願いいたします。 

 道路整備課の明許繰越しの合計は、319か

所で200億1,882万2,000円でございます。 

繰越しの理由といたしましては、関係機関

との協議、調整や用地取得に係る補償交渉に

不測の日数を要したことなどによりまして、

やむなく次年度に繰り越したものでございま

す。 

  次、45ページをお願いいたします。 

  道路整備課の事故繰越は、最下段のとお

り、10か所で20億8,332万1,000円でございま

す。 

繰越しの理由といたしましては、用地取得

の手続や工事計画の変更などに不測の日数を

要したため、やむなく次年度へ繰り越したも

のでございます。 

繰越事業につきましては、現在順調に進ん

でおりまして、年度内に全てが完了する予定

でございます。 

  最後に、収入未済額について御説明させて

いただきます。 

  199ページをお願いいたします。 

  こちらは、令和５年度に工事請負契約を締

結した建設企業が倒産し、契約を解除いたし

ました。契約解除時の出来高が前払い金額に

達していなかったため、支払い余剰金につき

ましては、保証会社から返還を受けておりま

す。 

 この支払い余剰金返還日までの利息が収入

未済となっているものでございます。 

裁判所に対しまして、破産債権届出書を提

出しておりましたが、県への配当がなく、破

産法に基づく破産手続が令和７年度に終結い

たしました。現在は、債権消滅に伴います不

納欠損処分を行うための手続を進めていると

ころでございます。 

 道路整備課の説明は以上です。 

 

○谷水道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 決算について御説明いたします。 

 説明資料の20ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、不納欠損額はござい

ません。 

最下段の諸収入の収入未済につきまして

は、後ほど附属資料で説明いたします。 

 歳入につきましては以上です。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 21ページをお願いいたします。 

 ３段目の道路維持費の不用額2,916万7,000

円の理由は、単県道路維持修繕費の事業費確

定に伴う執行残1,450万円及び単県道路災害

防除費の事業費確定に伴う執行残1,466万 

6,000円でございます。 

  歳出につきましては以上でございます。 

  続きまして、翌年度への繰越事業につきま

しては、附属資料で御説明いたします。 

道路保全課につきましては、附属資料の46

ページから99ページまで記載しております

が、99ページをお願いいたします。 

  道路保全課の明許繰越しの合計は、最下段

のとおり、397か所、79億1,194万5,000円で

ございます。 
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繰越しの主な理由といたしましては、地

元、工事施工者、警察署、電気通信事業者等

との協議、調整に不測の日数を要したことに

より、やむを得ず繰り越したもので、現在、

その執行に鋭意取り組んでいるところでござ

います。 

  続きまして、収入未済額につきまして御説

明させていただきます。 

  附属資料の200ページをお願いいたしま

す。 

  １の歳入決算の状況の１段目の雑入で122

万9,000円の収入未済が生じております。 

この理由は、一括納付が困難なため分割納

付中のためです。 

  最下段の４の令和６年度の未収金対策を御

覧ください。 

 雑入ですが、グレーチング窃盗による原因

者負担金で、弁済計画書に基づく分割納付中

で、令和９年度には完済見込みでございま

す。 

 続きまして、附属資料の211ページをお願

いいたします。 

 県有財産の処分状況につきましては、一覧

表のとおりでございます。 

 道路保全課の説明は以上です。 

 

○高橋都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 歳入について御説明申し上げます。 

 説明資料の24ページをお願いいたします。 

 ２段目の都市公園使用料の収入未済につき

ましては、後ほど附属資料にて御説明させて

いただきます。 

 なお、不納欠損額はございません。 

 歳入については以上でございます。 

 次に、歳出について御説明申し上げます。 

 30ページをお願いいたします。 

 １段目の土地区画整理費の不用額 

1,233万9,000円は、主に土地区画整理事業の

事業費確定に伴うものでございます。 

  以上が一般会計における歳入歳出でござい

ます。 

  続きまして、翌年度への繰越事業につきま

して、附属資料で御説明申し上げます。 

都市計画課につきましては、附属資料の10

0ページから111ページに記載しております

が、109ページを御覧ください。 

  明許繰越しの合計は、最下段のとおり、37

か所で80億9,055万4,000円でございます。 

繰越しの主な理由といたしましては、関係

機関及び補償物件の権利者との協議、調整等

に不測の日数を要したことにより、やむを得

ず次年度へ繰り越したもので、現在その執行

に鋭意取り組んでいるところでございます。 

  次に、111ページをお願いいたします。 

  事故繰越の合計は、最下段のとおり、４か

所で15億6,965万8,000円でございます。 

繰越しの主な理由といたしましては、権利

者との協議等に不測の日数を要したため、や

むなく次年度へ繰り越したもので、いずれも

年度内に完了する予定でございます。 

  附属資料の201ページをお願いいたしま

す。 

  １、歳入決算の状況の１段目、都市公園使

用料で３万2,000円の収入未済が生じており

ます。 

これは、水俣広域公園におきまして占用許

可、テントを張ったりキッチンカーを据えた

りする費用及び行為許可、イベントの開催に

伴う使用料が未納になっているものでござい

ます。現在、債権者は破産手続へ移行してお

り、引き続き担当弁護士から情報収集を行

い、配当原資がある場合は、裁判所へ債権額

の申出を行う予定です。 

  以上で都市計画課の説明を終わらせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 

○堤下水環境課長 下水環境課でございま

す。 

 決算について御説明いたします。 



第５回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（令和７年10月20日) 

 - 29 - 

 説明資料の33ページをお願いします。 

 歳入につきましては、不納欠損額、収入未

済額はございません。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 35ページをお願いいたします。 

 ３段目の環境整備費の不用額1,720万7,000

円は、浄化槽整備事業の事業費確定に伴う執

行残でございます。 

  以上が一般会計における歳入歳出でござい

ます。 

  続きまして、翌年度への繰越事業につい

て、附属資料で御説明いたします。 

  下水環境課につきましては、附属資料の 

112ページから113ページに記載をしておりま

す。 

112ページをお願いいたします。 

  下水環境課の明許繰越しの合計は、最下段

のとおり、５か所で２億809万7,000円となっ

ています。 

繰越しの主な理由といたしましては、資材

の供給不足及び関係機関との協議に不測の日

数を要し、やむを得ず次年度へ繰り越したも

のです。現在、その執行に鋭意取り組んでい

るところでございます。 

  次に、113ページをお願いします。 

  事故繰越の合計は、最下段のとおり、１か

所で2,961万2,000円となっています。 

繰越しの理由といたしましては、関係機関

との協議に不測の日数を要したため、やむを

得ず次年度へ繰り越したもので、年度内に完

了する予定でございます。 

  下水環境課の説明は以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○工藤河川課長 河川課でございます。 

 決算について御説明させていただきます。 

 まず、歳入についてですが、説明資料の39

ページをお願いいたします。 

 １段目の分担金及び負担金につきまして

は、海岸事業に伴う市町村の分担金ですが、

不納欠損額及び収入未済額はありません。 

 次に、４段目の使用料及び手数料につきま

しては、収入未済額が246万2,000円となって

おります。収入未済額につきましては、後ほ

ど附属資料で御説明いたします。 

  続きまして、43ページをお願いいたしま

す。 

  １段目の諸収入につきましては、収入未済

額が２億6,941万5,000円となっております。

収入未済額につきましては、後ほど御説明い

たします。 

  続きまして、歳出について御説明いたしま

す。 

 45ページをお願いいたします。 

 ２段目の河川海岸総務費につきまして、 

3,106万6,000円の不用額が生じています。 

これは、主に単県河川海岸情報基盤整備事

業費の事業費確定に伴う執行残によるもので

す。 

  次に、46ページをお願いいたします。 

 １段目の河川改良費につきまして、4,262

万9,000円の不用額が生じています。 

これは、主に単県河川改良費や単県河川等

災害関連事業費の事業費確定に伴う執行残に

よるものです。 

  ２段目の海岸保全費につきまして、1,022

万4,000円の不用額が生じています。 

これは、災害関連大規模漂着流木等処理対

策事業の事業費確定に伴う執行残によるもの

です。 

  47ページをお願いいたします。 

  最下段の河川等補助災害復旧費につきまし

て、13億3,023万6,000円の不用額が生じてい

ます。 

これは、主に過年発生河川等補助災害復旧

費や現年発生河川等補助災害復旧費の事業費

確定に伴う執行残によるものです。 

  以上が決算に関しての説明となります。 

  続きまして、別冊の附属資料にて繰越事業

の説明をさせていただきます。 
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  別冊資料の114ページから150ページが河川

課になりますが、その中で、145ページをお

願いいたします。 

  145ページ、最下段の合計欄に記載してお

りますとおり、河川課の明許繰越しの合計

は、425か所、250億7,961万1,000円となって

おります。 

主な理由としましては、関係機関との工法

選択や計画策定等の協議、用地買収の遅れ及

び工事増加に伴う労務者や建設資機材等の不

足など、その調整や手配等に時間を要したこ

と等により、やむを得ず次年度へ繰り越した

ものです。 

  次に、事故繰越につきましては、146ペー

ジから150ページに掲載しております。 

そのうち150ページをお願いいたします。 

  150ページ、最下段の合計欄に記載してお

りますとおり、河川課の事故繰越の合計は、

99か所、50億2,755万8,000円となっておりま

す。 

主な理由としまして、労働需要の増加によ

り施工業者の人員確保が困難となったこと

や、半導体等の資機材調達の不足により工事

の施工期間に不測の日数が生じたため、次年

度へ事故繰越したものです。 

  なお、いずれも今年度中に完了する予定で

す。 

  続きまして、収入未済額について御説明さ

せていただきます。 

  203ページをお願いいたします。 

  203ページ、１段目の河川敷占用料で５万

9,000円、２段目の土石採取料で240万2,000

円、３段目の雑入で２億6,941万5,000円の収

入未済が生じております。 

これらの理由につきましては、次ページの

204ページの上段にあります３、収入未済額

の状況を御覧ください。 

 まず、１段目の河川敷占用料で12件の収入

未済がございます。 

理由といたしましては、分割納付中が２

件、法的措置が１件、非協力的が６件、債務

の否認が２件、その他が１件となっておりま

す。 

 次に、２段目の土石採取料で１件の収入未

済がございます。 

理由としましては、その他が１件で、その

内容は、当初経営不振から未収金となった

後、倒産し、法人の実態がなくなっているこ

とによるものです。 

 雑入は、３段目の海砂利超過採取に係る過

料で４件、４段目の海砂利超過採取に係る不

当利得で５件の収入未済がございます。過料

と不当利得の両方を滞納している債務者も含

め、合わせて債務者は５者となります。 

理由としましては、全てその他となってお

り、当初は、会社の経営不振から未収金とな

ったものですが、そのうち４者については、

代表者の死亡や倒産などで既に法人の実態が

なくなっております。残る１者につきまして

は、転業の上事業を継続しており、経営は厳

しい状況ですが、毎月の分納を継続しており

ます。 

 以上が未収金の状況です。 

 次に、これら未収金への対策の状況につい

て御説明いたします。 

 占用料等の河川敷占用料の未収金につきま

しては、これまで出先機関とも連携しながら

徴収に努めているところでございますが、引

き続き、未収金の解消に向けて、電話連絡や

直接訪問による交渉などに取り組んでまいり

ます。 

 また、占用料等のうち、土石採取料及び雑

入の過料等の未収金につきましては、平成22

年度と24年度に判明した民間業者による海砂

利の違法採取に起因するものです。資料に数

字の記載はございませんが、雑入の過料及び

不当利得の全体額は、３億2,400万円余でし

た。これに対し、令和６年度末までに2,173

万円余が回収された状況です。 

   なお、令和６年度には、当委員会におき
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まして、時効期限が到来した過料につきまし

て、3,374万円余の不納欠損処分の御説明を

させていただいております。財産調査の結果

では、分納を継続している１者を除き、いず

れの債務者も、全額の納付が可能な状況にな

く、徴収が難しい状況です。収入が見込まれ

ます債務者につきましては、今後も引き続

き、債務者への訪問や経営状況の確認、財産

調査を行うなど、粘り強く徴収に取り組んで

まいります。 

 一方で、法人の実態がなくなり、財産も確

認できないなど徴収が困難と考えられる債務

者につきましては、不納欠損処分等も視野に

取組を進めてまいります。 

 河川課は以上です。 

 

○田村港湾課長 港湾課でございます。 

 港湾課は、一般会計のほか、港湾整備事業

特別会計及び臨海工業用地造成事業特別会計

の２つの特別会計について御説明します。 

 説明資料の49ページをお願いします。 

 まず、決算における一般会計の歳入につい

てです。 

 不納欠損額、収入未済額はございません。 

 53ページをお願いします。 

 次に、歳出について御説明します。 

 ２段目の港湾管理費で1,122万7,000円の不

用額が生じています。 

これは、国際クルーズ拠点活性化事業等の

事業費確定に伴う執行残によるものです。 

  54ページをお願いします。 

  １段目の港湾建設費で1,253万6,000円の不

用額が生じています。 

これは、災害関連流木等処理などの事業費

確定に伴う執行残によるものです。 

  55ページ１段目の空港管理費で4,161万 

6,000円の不用額が生じています。 

これは、天草空港滑走路端安全区域整備事

業等の事業費確定に伴う執行残によるもので

す。 

  56ページをお願いします。 

  港湾整備事業特別会計について御説明しま

す。 

  まず、歳入につきましては、不納欠損額は

ございません。 

  １段目の使用料及び手数料において、58万

円の収入未済額がございます。 

 59ページをお願いします。 

 次に、歳出について御説明します。 

 最下段の施設管理費において、5,046万 

9,000円の不用額が生じています。 

これは、施設管理諸費等の事業費確定に伴

う執行残によるものです。 

  60ページをお願いします。 

  １段目の港湾整備費において、3,760万円

の不用額が生じています。 

これは、物流拠点機能向上事業等の事業費

確定に伴う執行残によるものです。 

  61ページ、臨海工業用地造成事業特別会計

について御説明します。 

  まず、収入につきましては、不納欠損額、

収入未済額はございません。 

  63ページをお願いします。 

  次に、歳出について御説明します。 

  最下段の熊本港臨海用地造成事業費で35万

2,000円の不用額が生じています。 

これは、熊本港臨海用地分譲推進事業費の

確定に伴う執行残によるものです。 

  以上で、一般会計、特別会計の歳入歳出に

関する説明を終わります。 

  続きまして、附属資料について御説明しま

す。 

  まず、繰越しについてでございます。 

  附属資料の151ページから162ページまでが

港湾課に関わる繰越事業でございます。 

  159ページをお願いいたします。 

  最下段のとおり、一般会計の明許繰越し

は、55か所、24億4,771万3,000円で、理由と

しましては、関係機関との協議に不測の日数

を要したことなどにより、やむを得ず次年度
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に繰り越したものでございます。 

  161ページをお願いいたします。 

  最下段のとおり、港湾整備事業特別会計の

明許繰越しは、８か所、７億7,423万3,000円

で、理由としましては、施工方法の検討や設

計の見直しに不測の日数を要したことなどに

より、やむを得ず次年度に繰り越したもので

ございます。 

  162ページをお願いいたします。 

  最下段のとおり、臨海工業用地造成事業特

別会計の明許繰越しは、３か所、５億5,323

万6,000円で、理由としましては、関係機関

との協議に不測の日数を要したことなどによ

り、やむを得ず次年度に繰り越したものでご

ざいます。 

  なお、いずれも本年度中に施工を完了する

予定です。 

  205ページをお願いいたします。 

  続きまして、収入未済について御説明しま

す。 

  港湾整備事業特別会計で、１段目のとお

り、使用料及び手数料のうち、地方港湾使用

料で57万円の収入未済額があります。２段目

の重要港湾使用料で１万円の収入未済額がご

ざいます。また、３段目の諸収入のうち、雑

入で63万7,000円の収入未済額がございま

す。いずれの理由も、債務者の業績不振によ

るものです。 

  206ページをお願いします。 

  未収金対策につきましては、債務者に対

し、分納誓約書による分割納付指導等を継続

中です。今後も、四半期ごとに進捗状況を確

認し、未収金解消に向けた対策を行ってまい

ります。 

  最後に、212ページをお願いいたします。 

  県有財産の処分状況を御説明します。 

  八代港内港地区で港湾用地１件、熊本港新

港地区で臨海用地３件の合計４件を売却し、

収入金額は19億6,600万円でございます。 

  港湾課の説明は以上です。 

 

○橋口砂防課長  砂防課でございます。 

  まず、歳入につきましては、説明資料の64

ページから66ページまで記載しております。 

不納欠損額、収入未済額はありません。 

  次に、歳出について御説明いたします。 

  67ページをお願いします。 

  ３段目の砂防費につきまして、不用額が９

億6,522万3,000円生じております。 

これは、砂防激甚災害対策特別緊急事業費

等の事業費の確定により執行残が生じたもの

でございます。 

  次に、繰越しについて御説明いたします。 

  附属資料をお願いします。 

  附属資料の163ページから185ページにかけ

て明許繰越しを記載しております。 

  185ページをお願いいたします。 

  最下段に記載しておりますように、明許繰

越しは、合計で161か所、92億2,693万円でご

ざいます。 

主な理由としましては、工事搬入路に係る

関係機関との協議等計画検討に不測の日数を

要したため、やむを得ず次年度へ繰越しを行

ったものでございます。 

  次に、附属資料の186ページから192ページ

にかけ、事故繰越を記載しております。 

192ページをお願いします。 

  最下段に記載しておりますように、事故繰

越は、合計で38か所、25億528万1,000円でご

ざいます。 

主な理由としましては、運搬路の災害など

により現場への資材搬入が不能となったこと

や工事箇所が地域的に集中したことにより、

労働者の手配、調達に不測の日数を要したた

め、次年度へ事故繰越を行ったものでござい

ます。 

  いずれも今年度中に完了する予定です。 

  砂防課は以上です。よろしくお願いいたし

ます。 
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○佐澤建築課長  建築課でございます。 

  まず、歳入について御説明します。 

  説明資料の69ページをお願いいたします。 

  歳入については、69ページから71ページに

記載しております。 

いずれも不納欠損額及び収入未済額はござ

いません。 

  次に、歳出について御説明します。 

  歳出については、72ページから73ページに

記載しております。 

  73ページをお願いします。 

  １段目の建築指導費につきまして、不用額

が1,393万7,000円生じております。 

これは、主に建築基準の指導及び盛土規制

法の普及啓発に係る事務費の執行残でござい

ます。 

  続きまして、翌年度への繰越事業につきま

して、附属資料で御説明します。 

  附属資料の193ページから195ページに記載

しております。 

  195ページをお願いします。 

  最下段のとおり、建築課の令和７年度への

繰越額の合計は、20か所、１億7,133万6,000

円でございます。 

主な理由としましては、市町村との協議、

調整等、また、先行して実施した他事業との

調整に不測の日数を要したことなどにより、

やむを得ず次年度へ繰越しを行ったものでご

ざいます。 

  なお、いずれの事業も年度内に完了する予

定でございます。 

  建築課は以上です。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○今福営繕課長  営繕課でございます。 

  営繕課の決算について御説明いたします。 

  説明資料の74ページをお願いいたします。 

  まず、歳入です。 

  不納欠損額及び収入未済額はございませ

ん。 

  次に、75ページをお願いいたします。 

  歳出です。 

 土木総務費の不用額2,849万5,000円につい

ては、主に県有施設の改修等に係る工事請負

費や設計工事管理委託料の入札に伴う執行残

でございます。 

  続きまして、翌年度への繰越しについて、

附属資料の196ページ及び197ページをお願い

いたします。 

  営繕課の令和７年度への繰越しの合計は、

表最下段のとおり、県有施設保全改修費で12

か所、合計５億2,109万8,000円です。 

繰越しの理由としては、受変電設備やエレ

ベーターなどの資材納期に不測の日数を要し

たこと、施工期間に関する施設側との調整に

日数を要したことなどであり、やむを得ず次

年度へ繰り越したものです。 

 いずれも今年度内に完了予定でございま

す。 

  営繕課の説明は以上です。よろしくお願い

いたします。 

 

○上野住宅課長  住宅課でございます。 

  決算について御説明いたします。 

  説明資料の76ページをお願いいたします。 

  まず、歳入について御説明いたします。 

  １段目の使用料及び手数料ですが、調定額

19億5,083万8,000円に対し、収入済額が19億

3,810万円、不納欠損額が38万8,000円、収入

未済額が1,234万9,000円となっております。 

 不納欠損及び収入未済の状況につきまして

は、後ほど附属資料で御説明いたします。 

  77ページをお願いいたします。 

  １段目の国庫支出金ですが、予算現額と収

入済額との比較で２億1,587万7,000円の減と

なっております。 

これは、２段目の社会資本整備総合交付金

の繰越し及び事業費確定に伴うものでござい

ます。 

 ４段目から78ページにかけて、財産収入、
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繰越金、諸収入がありますが、いずれも不納

欠損額、収入未済額ともございません。 

 80ページをお願いいたします。 

 歳出について御説明いたします。 

 住宅建設費の不用額4,236万5,000円でござ

いますが、主な理由は、高齢者向け優良賃貸

住宅供給促進事業及び公営住宅ストック総合

改善事業の事業費確定に伴う執行残でござい

ます。 

  続きまして、附属資料で繰越事業及び収入

未済の状況について御説明いたします。 

附属資料の198ページをお願いいたしま

す。 

  まず、繰越事業について御説明いたしま

す。 

  住宅課の明許繰越しの合計は、最下段に記

載のとおり、５億1,812万5,000円でございま

す。 

繰越しの主な理由は、計画変更の検討、設

計変更に不測の日数を要したこと、また、関

係機関との協議に不測の日数を要したことに

より、やむを得ず繰り越したものでございま

す。 

 年度内に全ての事業完了を予定しておりま

す。 

  207ページをお願いいたします。 

  収入未済の状況について御説明いたしま

す。 

  １の歳入決算の状況の１段目、県営住宅使

用料で1,183万5,000円、２段目、県営住宅用

地使用料で51万4,000円の収入未済が生じて

おります。 

これらの理由は、県営住宅の入居者の方の

収入低下等による生活困窮が主な原因であ

り、収入未済額につきましては、分割による

納付指導等により未済額の減少に取り組んで

おります。 

  208ページをお願いいたします。 

  令和６年度の未収金対策を記載しておりま

す。県営住宅の入居者や退去者に対する、そ

れぞれの徴収の取組を徹底するとともに、生

活困窮により滞納となっている入居者に対し

ましては、家賃の減額措置、住宅確保給付金

など各種給付や支援制度を御案内するなどの

配慮を行いながら、公平性及び歳入確保の観

点から、未収金対策に取り組んでまいりま

す。 

 210ページをお願いいたします。 

 不納欠損について御説明いたします。 

 県営住宅使用料に38万8,000円の不納欠損

が生じております。 

これは、消滅時効の完成によるものでござ

います。 

  住宅課は以上です。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○髙木健次委員長  以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

  なお、質疑は、該当する資料名並びにペー

ジ番号を述べてからお願いします。 

  それでは、質疑ありませんか。 

 

○前川收委員 まず、最初、１ページなんで

すけれども、各部に言っておりますけれど

も、不用額がかなり多いということで、待ち

受けとか、あらかじめ予算を組んどいて余裕

を持って執行して執行残が出たということが

一番多かったと思いますけれども、執行残

は、計画が甘いんじゃないのというふうに言

われてしまう感じですから、なるだけ不用額

を減らす努力をしてください。 

 それから、不納欠損については、結構大き

な不納欠損と、以前から、なかなか焦げつい

て払ってくれないところがあるというお話も

いただいておりますけれども、まずは収入未

済をしっかりと減らしていくことによって、

ぜひ不納欠損にしないという努力をしっかり

やっていただきたいというふうに思います。 

 その中でですけれども、まずは繰越しの件
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で、これはもう全般的な話でちょっと恐縮な

んですけれども、明許繰越しと事故繰越、２

つありますが、一般的に、今、年度末の補正

予算で事業費などが組まれる場合が多くて、

例えば昨年でいけば、国の補正予算は12月に

成立しましたけれども、12月の県議会には間

に合いませんでしたね。 

 それで、県の補正は２月に行いました。つ

まり、２月補正で取った事業は、１か月後に

は明許繰越しになるわけであります。そうな

って明許繰越しが増えるのは、これは当たり

前だと思いますし、その上で、今度は、なか

なか１年間でできなかったという事故繰越

に、次はなるわけでありますが、かなり事故

繰越が増えるということは、私は当たり前だ

し、その覚悟を持って補正予算に取り組むと

いうことが県民のためになるというふうに思

っています。 

 ですから、事故繰越を怖がる必要はなく

て、正当な理由がきちっとあればしっかり、

もちろん年度内に明許繰越しだけで終わっ

て、その翌年度に終わるというのが一番望ま

しいんですけれども、しかし、やっぱり不測

の事態が様々あったときに事故繰りにならざ

るを得ないというのは分かります。分かりま

すけれども、ずっとさっきから繰越しの理由

を各課聞いていたら、事業が補正予算であっ

たために間に合わなかったという理由は、わ

ざと言ってないのかどうなのか知りません。

ほかの部にはあったみたいです。補正予算で

予算が確定したから事故繰越になりました

と、もしくは明許繰越しになりましたという

理由がありましたけれども、土木部にはほと

んどそれがない、見落としたのかもしれませ

んが、あんまり見えませんでしたので、それ

は何が理由なのか、補正が理由なのか、その

他の普通の一般的な、要は、現場の都合とか

そういうもので繰り越されたのかを教えてく

ださい。 

 それともう１つ、これはちょっと簡単な話

なんですけれども、別冊の211ページ、道路

保全課、国道218号の廃道敷の売却というこ

とで、値段は350万で大した値段じゃありま

せんが、これは、何か公衆用道路等の地目

を、これを多分財産を10年間、用途指定があ

って10年――10年という意味もよく分からな

いんですけれども、貸し付けているのか、売

ったのかちょっと分かりませんが、有償譲渡

なさったんだと思いますが、県内には、もう

使ってない道路とか使ってない河川敷、もと

もとは河川だったんだけれども、隣に余剰の

土地があって、ほとんど県は使っていないと

いう土地が、把握されているかどうか分かり

ませんが、私の地元でもたくさんあります。

それぞれ調べると、もうめちゃくちゃたくさ

んあると思います。 

 それは、あんまりいい形じゃなくて、まと

まってもないんですね。ただ、やっぱり昔あ

った道路を道路改良するときに、曲がってい

た道路を真っすぐ通せば、当然曲がっていた

部分が要らなくなる。ただ、隣接だからやっ

ぱり県有地として持っているという話があっ

て、ただ、それもほとんどもう用途がない

と。使わないのにずっと持っているというと

ころが私はあると、もう私が持っている管内

だけでもあるわけですから、それらについて

一旦調べて、本当に将来利用する予定があれ

ば、もしくは利用しそうだという思いがあれ

ば別として、全然利用する向きはもうないよ

って、何十年も使っていませんというような

土地については、これは道路保全課のほうに

なりますけれども、一旦調べて、そして利用

したいという人がいれば売却したほうがどう

だろうかと思っていますが、いかがでしょう

か。 

 以上です。 

 

○安田監理課長 監理課でございます。 

 先ほどの繰越しの件につきまして、私のほ

うから申し上げます。 
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 各課長からの御説明は、一般的な設計変更

でございますとか計画の変更等々のお話でご

ざいました。実際は、先ほど委員おっしゃら

れたとおり、２月補正、県のほうは２月補正

予算での強靱化関係の予算を、ここ数年でい

きますと、170～180億とかいうのを積んでい

るというようなところから、適正な工期が取

れないということからのその繰越し、それか

ら事故繰越が増えているというのが実情でご

ざいます。 

  おっしゃるとおり、明許繰越しはそこまで

変わっていないんですけれども、事故繰越の

額が少し増えつつあるのが現状でございまし

て、これの一番大きな要因としましては、令

和５年に、議員の先生方も一緒に要望いたし

ましたインフラ整備交付金でございますけれ

ども、こちらは令和５年度に創設されまし

て、それからなかなかちょっと執行ができて

いないというような状況がございますが、そ

の分がもう丸々乗っかっちゃってるというよ

うなところがございまして、令和５年度から

令和７年度への事故繰越の額というのが、少

し80億ぐらいから100億程度、20億ぐらいど

んと乗っかっているというような状況でござ

います。 

 監理課からは以上です。 

 

○菰田土木部長 御意見ありがとうございま

す。 

 今細かい中身の話については監理課長のほ

うから御説明ありましたけれども、確かに繰

越事業につきましては、防災・減災、国土強

靱化の予算、また、地域産業構造転換インフ

ラ整備推進交付金等々、そういう事業が占め

ている状況になります。 

 一方で、熊本地震や令和２年７月豪雨とい

った災害対応についても、だんだんそれは年

々減っているところでございますけれども、

そういうところでの差異として、結果的には

金額がちょっと増加しているような状況下に

ございます。 

 繰越事業につきましては、土木部として

も、できるだけ繰越しを減らすような努力を

していきたいとは思っておりますけれども、

なかなか用地の関係とか事業進捗、あと、河

川等の事業を実施する時期の問題とか、そう

いう様々な要因等考えられますけれども、し

っかりと進捗管理を行って土木部全体で取り

組んでいきたいと思っておりますので、今後

ともよろしくお願いします。 

 

○谷水道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 211ページの県有財産処分の件でございま

すけれども、まずもって、この案件について

御説明いたします。 

 当該地は、道路の歩道の外側にございます

緑地帯として整備されたものでございまし

て、この緑地帯の隣接地権者から払下げの申

出を受けて売却の手続を取ったというもので

ございます。 

 それと、先ほど10年ということについても

お尋ねあったかと思います。 

これに関しましては、売買契約書におい

て、その土地の売却後の用途を限定している

ものでございます。 

具体的には、土地の売買契約締結から10年

間、買取り者に対しまして、暴力団の事務所

またはそれに類するもの、あるいは風俗営業

等に類する者に使用されることを知りながら

第三者に転売したりといったことを禁じてい

るものでございます。 

 また、こういった案件というのは、隣接地

と一体となって利用するような場合、100平

米未満であれば、もう単独随意契約で売買す

る、それを超えるものについては競争入札に

よる払下げを行うということで運用してござ

いまして、確かに今お話ししている案件でも

緑地帯ということで、なかなか維持管理に苦

慮するようなところもあって、それが要因じ



第５回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（令和７年10月20日) 

 - 37 - 

ゃないですけれども、売買契約が成立して隣

接者にとっては有効活用していただくという

ようなことでございますので、こういった案

件、県内でも御相談を含めて受けております

ので、我々の管理のそういった難しい面と、

また、隣接者のそういった御意向と併せて勘

案して話が成立するものであれば、そういう

形で随意契約、あるいは一般競争入札に付し

て処分をしていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

 

○前川收委員 まず、繰越しの話なんですけ

れども、私は別に繰越しが悪いと言っている

わけじゃありませんよ。そこは誤解しないで

ください。 

 昔、この決算特別委員会で、戦略的に事故

繰りをやってくださいと言ったことがありま

す。つまり、事故繰越になってしまうことが

困るから事業に手を出さない、補正予算の予

算があっても、これは、多分、期間中、明許

繰越しだけじゃ終わらないという予算規模で

あれば、もう手を引っ込めてしまうというこ

とじゃなくて、戦略的に事故繰越をやっても

いいから、とにかくそれは地域で必要な事業

であればやるべきだという感覚を持っており

ます。 

 ただ、説明が、皆さん方の説明の中に、事

故繰りになったり繰越明許になった理由が、

それが包含されているといえばそのとおりで

すけれども、書いてないとやっぱり分からな

いので、これってその補正の話はあんまり影

響してないのかなと、つい誤解をしてしまい

ましたので、やっぱりそこは堂々と、２月補

正で取った予算ですから間に合いませんでし

た、間に合わないということがあるというこ

とはおっしゃってもいいですよ。それはもう

間に合わなくても、じゃあ間に合わないから

やらないほうがいいんですかという議論、こ

れはまた別な議論で、それは間に合わなくて

もやるべきはやっぱりやるべきだということ

だと思いますし、インフラ交付金も、やっぱ

りしっかり準備を整えながら、交付金来てい

るわけですから、これを補正でしか組まない

ということになってますので、国のほうが。

しかし、それはやっぱり取っていただきたい

というふうに思います。 

 私は、繰越しが駄目だと言っているんじゃ

なくて、繰り越してもいいから、しっかり事

業をやってくださいというふうに言っており

ますので、そこは誤解なきようお願いいたし

ます。 

 それと、余剰と言っていいのかどうか分か

らないですけれども、行政で使わなくなった

土地については、皆さんは待ち受けで、誰か

お見えになれば、どうぞって話ですけれど

も、いろいろ隣接の方じゃなくても欲しいと

いう人が私には来られたことがありました。

なかなかやっぱりハードルが高いですね、隣

接以外は。 

 まずは公共用地、まとまった土地であれば

行政、例えば菊池市であれば菊池にまず売り

たいと。菊池が要らないと言えば、さっきの

ような入札の手続になっていくので、なかな

か民間の人が必要だと思ってても手に入らな

いという部分がありますので、そこはしっか

り検討して、なるべくやっぱり持ってても仕

方ない土地をちゃんと利用していただけたほ

うがいいと思っていますので、そういう検討

も進めてください。 

 以上です。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○髙島和男委員 説明資料の68ページで、砂

防課の砂防費についてお尋ねいたします。 

 資料によりますと、危険地区からの移転促

進事業でございますけれども、この資料によ

りますと、執行残として5,959万円余という

ことでございまして、当初の見込みより利用
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者が下回ったと記載をされております。とい

うことは、勝手に想像しますと、本来であれ

ば移転したほうがいいところに住んでいらっ

しゃる方が、なかなかやっぱり申請がないの

か、理由といいますか、要因というか、交渉

の中身に問題があるのか、そこら辺を教えて

いただけますか。 

 

○橋口砂防課長  砂防課でございます。 

  危険箇所からの移転促進事業に関しまして

は、住宅がレッドゾーン、土石流の地滑り、

急傾斜のレッドゾーンに係る家に関して、県

内に移転していただく１戸に当たり300万円

を支援する事業でございます。 

 で、なかなか引っ越すタイミング等々もあ

りますし、レッドゾーンにかかってないお宅

もたくさんあります。今でも年間何件か、災

害後は特に増えるんですけれども、災害がな

かったりすると、なかなか引っ越してもらえ

ないところがあります。 

 今年も、８月の災害があったところ、対象

になるところありますので、各市町村へは案

内させていただいておりますが、今のところ

まだ上がってきていない状況でございます。 

 以上です。 

 

○髙島和男委員 おっしゃるように、いろん

なやっぱり事情があると思うんですね。危険

を承知の上でも移転ができないというような

事情もあるでしょうし、強制はできないわけ

でございます。 

 ただ、やっぱり執行残がこれだけあるとい

うことは、このデータを基に、また、しっか

りと見込みというか、見立てを立てながら予

算を要求していただければと思います。よろ

しくお願いします。 

 

○橋口砂防課長 砂防課でございます。 

 この事業のＰＲをもっとして、安全なとこ

ろに移転していただくようにＰＲを進めてま

いります。よろしくお願いします。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○前田憲秀委員 説明ありがとうございまし

た。 

 説明資料の76ページ、住宅課さんにお尋ね

です。 

 使用料の収入未済が、生活困窮等で1,183

万5,000円、残がありますということで、附

属資料の207ページ、御説明いただきました

けれども、現年度分というのも、やはりある

程度の金額が発生しております。ここ３年分

ですけれども、その特徴的なものが何かある

のかどうか、全体的には減っていますという

傾向なのか、何かそこら辺をちょっと御説明

いただけないでしょうか。 

 

○上野住宅課長 住宅課でございます。 

 収入未済についての御質問でございます

が、今年度につきましては、過年度分、それ

から現年度分が同じぐらい、600万弱ぐらい

の金額で収入未済という形になっておりま

す。 

 で、昨年度も、実は現年度分が非常に多い

というような状況になっておりまして、昨年

度分析した中では、やはり実質賃金が非常に

低くなってきているというところで低下して

いることが数値的にも出てきておりまして、

それによって収入未済が増えているのかなと

いうふうに分析したところでした。 

 同じように今年度も調べてみますと、前年

度よりは少しはよくなっているようではござ

いますが、やはり非常に厳しい状況が続いて

いるということで、やはり生活困窮によって

支払いが滞っているというような状況が見え

ているところでございます。 

 ただ、実際に滞納されている世帯数という

ことでいきますと、昨年度よりも今年度のほ
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うがちょっと減っているというような状況が

見れますので、その辺りしっかりそれぞれの

入居者の方の状況を聞きながら取り組んでま

いりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 最低賃金はまた上がりますので、そうなる

と、実質賃金は少しでも増えて未済が少なく

なるといいですよね。そこはもうきちんと厳

格にやっていただければと思います。 

 それともう１点、附属資料の207ページの

下に収入未済の状況というのがあります。分

割納付中というのがほとんどなんですけれど

も、収入未済の主な原因は生活困窮等とある

んですが、その生活困窮等はもうゼロになっ

ています。発生したときはそれで、基本的に

皆さんも分割に同意していただいているとい

う見方でいいんですか。 

 

○上野住宅課長 住宅課でございます。 

 委員御指摘のとおりでございまして、収入

未済、要するに家賃の滞納が発生した場合に

は、それぞれの入居者の方々の個別の事情を

お聞きしながら、できる限り滞納額をあまり

増やさないように、分割納付ということでお

話をしながら納付に努めていただいていると

ころでございます。 

 引き続き、そのような取組を続けていきた

いというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 滞納者の状況は様々だと思いますけれど

も、ルールはルールですので、しっかり丁寧

かつ厳格に対応していただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○髙木健次委員長 ほかにありませんか。 

――なければ、これで土木部の審査を終了し

ます。 

 ここで説明員入替えのため、２時15分まで

休憩します。 

午後２時８分休憩 

――――――――――――――― 

午後２時14分開議 

○髙木健次委員長 休憩前に引き続き委員会

を再開します。 

 これより下水道事業会計の審査を行いま

す。 

 それでは、土木部長から決算概要の総括説

明をお願いします。 

 菰田土木部長。 

 

○菰田土木部長 下水道事業は、地方公営企

業法を一部適用しており、地方公営企業会計

として御審議をお願いしているところです。 

 まず、令和６年度の決算の御説明に先立ち

まして、前年度の決算特別委員会における施

策推進上改善または検討を要する事項等につ

きましては、御指摘がなかったことを御報告

いたします。 

 それでは、下水道事業会計の令和６年度決

算の概要について御説明いたします。 

 説明資料の１ページをお願いいたします。 

 本県では、３つの流域下水道を経営してい

るところですが、令和６年３月に熊本流域下

水道事業の設置等に関する条例を改正し、半

導体関連産業の集積に向けて新たに整備する

下水道を熊本セミコン特定公共下水道として

決算に加えております。 

 次に、資料の４ページと５ページをお願い

いたします。 

 地方公営企業会計には、経営状況を示す収

益的収支と建設改良の状況を示す資本的収支

がありますが、熊本セミコン特定公共下水道

は、先ほど御説明したとおり、事業に着手し

たばかりであり、収益的収支の対象とはなっ

ておりません。 
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 令和６年度の経営状況は、４ページの表中

段にありますとおり、収入合計32億1,900万

円余に対し、表下段の支出合計が28億9,500

万円余で、差引き３億2,400万円余の純利益

となります。 

これは、流域下水道の流入水量増に伴い、

関係市町村からの下水道管理負担金収入が増

加したこと等によるものです。 

  詳細につきましては、この後、担当課長か

ら御説明いたしますので、御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○髙木健次委員長  次に、監査委員から決算

審査意見の概要説明をお願いします。 

 

○小原監査委員 お手元の緑の冊子を御準備

いただけますでしょうか。 

 １ページをお願いいたします。 

 中段の第２、審査の結果ですが、決算諸表

は、下水道事業の経営成績及び財政状態をお

おむね適正に表示しているものと認められま

した。 

 以下、経営の状況について記載しておりま

すが、土木部の説明と重複いたしますので、

割愛させていただきまして、10ページをお願

いいたします。 

 10ページが、決算審査意見についてでござ

います。 

 下水道事業の令和６年度決算は、３億 

2,400万円余の純利益を確保し、前年度繰越

利益剰余金３億800万円余を加え、６億3,200

万円余の黒字となっております。 

  熊本県流域下水道事業経営戦略では、収益

的収支はおおむね均衡する計画となっていま

すが、今後は、人口減による料金収入の減

少、施設の老朽化に伴う更新費用の増加に加

え、エネルギーや資材価格等の高騰が運営経

費に大きく影響するなど、経営環境が厳しさ

を増しております。 

  また、一方で、半導体関連産業の集積に係

る排水対応についても確実に進めていく必要

がございます。そのため、中長期的な視点も

持ちながら、より計画的な施設の更新や経営

基盤の強化などを図っていくことが求められ

ます。 

  引き続き、関係市町村と連携を図り、施設

の耐震化等に取り組むとともに、新たな企業

立地等に対応する熊本セミコン公共下水道事

業を着実に進め、持続可能で安定した運営に

努めていただきたいと考えています。 

  以上が下水道事業会計の決算に対する審査

意見でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

○髙木健次委員長  次に、下水環境課長から

決算資料の説明をお願いします。 

 

○堤下水環境課長  まず、定期監査の結果に

つきまして、下水道事業会計の指摘事項はご

ざいませんでした。 

  次に、監査委員からありました決算審査意

見について、その取組状況等を説明いたしま

す。 

  緑色の冊子、決算審査意見書の10ページを

お願いします。 

  第２段落の経営環境の課題については、人

口減少による料金収入の減少、更新費用の増

加、エネルギー価格や原材料価格等の高騰な

どの影響を踏まえ、現在、長期計画である経

営戦略の見直しを行っております。 

 最後の段落の事業実施に対する意見につい

ては、関係市町村と連携、協議を密に行い、

事業を進めてまいります。 

 また、令和５年度から取り組んでいる熊本

セミコン特定公共下水道については、令和７

年３月の都市計画決定及び事業計画の認可を

経て、現在、新たな下水処理場や管路の整備

に取り組んでおります。 

 あわせて、企業立地などに伴う流入量増加

に対応するための熊本北部流域下水道の施設
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増強に着手するなど、流入水量拡大に伴う取

組も着実に進めており、引き続き、将来にわ

たって持続可能で安定した事業運営に努めて

まいります。 

 次に、決算概要につきまして、お手元の令

和７年度決算特別委員会説明資料により説明

いたします。 

 １ページをお願いします。 

 １、熊本県下水道事業の概要の(1)沿革に

ついて、現在、熊本県では、熊本北部流域下

水道、球磨川上流流域下水道、八代北部流域

下水道の３つの流域下水道の管理運営と特定

公共下水道として熊本セミコン特定公共下水

道の整備を行っております。 

 熊本北部流域下水道は、平成元年３月に供

用開始し、現在21万人余の汚水を処理してお

ります。球磨川上流流域下水道は、平成11年

４月に供用を開始し、２万5,000人余の汚水

を、八代北部流域下水道は、平成14年１月に

供用を開始し、２万8,000人余の汚水を処理

しており、３流域合わせて、県人口の約16％

の汚水を処理しております。 

 熊本セミコン特定公共下水道については、

新たな下水処理場や管路の整備のための測量

設計、用地取得に取り組んでおります。 

 なお、本県の下水道事業は、令和２年４月

から地方公営企業法の財務関連規定を適用

し、事業を実施しているところです。 

 ２ページをお願いします。 

 (2)組織図を御覧ください。 

 当該事業は、知事部局の下水環境課が所管

しております。また、管渠の整備、維持修繕

などの業務については、関係出先機関が行っ

ております。 

 ３ページをお願いします。 

 ２、流入水量の状況ですが、最下段の合計

欄を御覧ください。 

 左から２列目の令和６年度の３流域合計の

年間総流入水量は、3,198万立方メートル余

で、前年度と比較し、110万立方メートル余

の増加となっております。 

これは、主に熊本北部流域下水道の流入水

量が増加したことによるものです。 

  ４ページをお願いします。 

 次に、下水道事業会計の令和６年度決算の

状況について説明いたします。 

 公営企業会計では、収入及び支出を、法令

に基づき、損益取引に係る収益的収支と資本

取引に係る資本的収支について区分しており

ます。 

 まず、(1)の収益的収支についてですが、

ここでは１年間の経営成績をお示ししてお

り、流域下水道事業の維持管理などに係る収

入、支出を記載しております。 

 流域下水道事業は、主に流域関連市町村か

らの負担金で運営を行っており、毎年度、必

要な資金について関係市町村に負担をいただ

き、維持管理費を賄っております。 

令和６年度の収入の合計は、合計欄に記載

のとおり、32億1,900万円余となり、前年度

と比較し、4,900万円余の増加となっており

ます。 

これは、先ほど説明いたしました熊本北部

流域下水道の流入水量の増加に伴い、流域下

水道管理負担金の収入が増加したことによる

ものです。 

 支出の合計については、合計欄に記載のと

おり、28億9,500万円余となり、前年度と比

較し、１億2,500万円余の減少となっており

ます。 

これは、指定管理者委託料のうち、処理場

の機器の分解整備に要する費用が前年度に比

べ少なかったことや、施設の耐用年数経過に

伴い減価償却費が減少したことなどによるも

のです。 

  最下段の当年度純利益欄に記載のとおり、

令和６年度は、収入から支出を差し引いた３

億2,400万円余の純利益となっております。 

  ５ページをお願いします。 

 (2)剰余金の状況についてですが、令和５
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年度末の繰越利益残高３億800万円余に令和

６年度の純利益３億2,400万円余を加えた６

億3,200万円余を繰越利益剰余金として翌年

度へ引き継ぎます。 

  次に、(3)資本的収支についてですが、こ

こでは、１年間の設備投資や資金の調達、返

済の状況をお示ししており、下水道の施設の

建設や更新を行う建設改良事業に係る収入、

支出を記載しております。 

 建設改良事業については、市町村からの負

担金に加え、国からの交付金、補助金、企業

債、他会計借入金などにより事業を実施して

おります。 

 令和６年度の資本的収入の合計は、合計

(イ)の欄に記載のとおり、24億9,200万円余

となり、前年度と比較し、14億5,800万円余

の増となっております。 

これは、建設改良に係る国庫補助金が増加

したことなどによるものです。 

  資本的支出の合計については、合計(ロ)欄

に記載のとおり、23億7,200万円余となり、

前年度と比較し、12億7,100万円余の増加と

なっております。 

これは、摘要欄に記載の工事などに係る建

設改良費が増加したことによるものです。 

  なお、収支に１億2,000万円余の差が生じ

ておりますが、これは、主に熊本セミコン特

定公共下水道の下水処理場整備に関わる建設

改良費を翌年度へ繰り越したことなどによる

ものです。 

  以上が令和６年度決算の概要です。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○髙木健次委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、質疑は、該当する資料名並びにペー

ジ番号を述べてからお願いします。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 ちょっと基本的なことを聞き

たいんですけれども、いわゆる流域下水道に

おかれましては、市町村からの負担金という

形で主に収益を上げていらっしゃると思いま

すが、一般の単独の市町村における下水道で

見れば、使用料というんですかね、各戸がお

支払いいただく使用料が、この市町村からい

ただく負担金の部分に当たるのかなと思って

いますけれども、ということは、多分この加

入市町村は、検針をして使用料をいただくと

いう業務は市町村でやっていらっしゃるのか

なと思いまして、それで集めたお金を県のほ

うに負担金として払うと。 

 その際、当然のことでありますけれども、

その利用料を集める費用、検針をしたりと

か、それから請求して納入いただくその費用

は結構かかっていると思いますけれども、そ

の辺はどう処理されているのかをまずお聞き

したいと思います。 

 

○堤下水環境課長 流域下水道に係る市町村

の負担金につきましては、委員がおっしゃっ

たとおり、市町村からの負担金で賄っておる

ところでございます。 

 市町村は、流域下水道に接続する流域関連

の公共下水道というものを運営しておりまし

て、それは、先ほど委員がおっしゃったとお

り、下水道使用料を住民の方から徴収して、

それを原資に県のほうに負担金としてお支払

いいただいているというような状況です。 

 なので、県のほうが求めてます市町村負担

金のほうには、そういった市町村が料金を集

めたり、そういうようなところについての費

用は、市町村のほうで考えられて集められて

いるというような形になっております。 

 

○前川收委員 分かりました。 

 現行動いている３つの広域下水道の収支を

合わせていけば、去年増やしたということも

あるでしょうけれども、いい収支だなと思っ
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ています。特に、一番最初に始まったところ

はもう30年ぐらいですかね、平成元年から始

まってますから40年近くもうたっているとい

うふうに思いますけれども、それでもなおし

っかり利益を上げていらっしゃるということ

でありますが、この先、これは、市町村がや

っている広域下水道の例を見ると、大体もう

時間がたつと、ほとんど老朽化に伴う維持管

理をやっていかなきゃいけないので、その維

持管理費用というのが物すごく大きな負担に

なって、なかなか下水道を更新するのが、非

常に大きな費用負担を伴うという形になって

いる市町村のほうが多分多いだろうと思いま

す。最初はいいんですけどね。 

 ただ、最初のうちも、加入者が少なくて下

水道の処理場ができないと１戸も入れられな

いわけですね。先に取るわけにできないの

で、できたところからしか広げていけない。

そして、管路を造っていくのも大変でありま

すので、なかなか下水道会計ってのは厳しい

というのが私の認識でありますけれども、県

のほうはこうやってうまくいっているという

ことは、累積でずっとこれまで見てきても、

純利益が出てきているのかなと思いますが、

いかがですか、それは。 

 

○堤下水環境課長 委員がおっしゃいますと

おり、県としましては、市町村から負担金を

いただいているということで、毎年度、負担

金の額を決めるに当たっては、事前に事業の

内容等を説明して、それに応じて負担金のほ

うを準備していただいているということなの

で、料金収入の増えたり減ったりとかいうも

のに影響せずに市町村のほうで用意をしてい

ただいて、県のほうにお金を預けてもらって

いるので、それを使ってしっかりと維持管理

をやっているというのが実情でございます。 

 委員もおっしゃられましたとおり、これか

らの下水道の課題としましては、人口減少に

よって処理する水量が減ったりとか、そうい

ったところで収入が減っていくというのがや

っぱり一番の課題で、そういったところが、

市町村のほうは、特に管路を維持管理してい

ますけれども、埼玉のほうで大規模な陥没事

故もありましたけれども、管路のほうが耐用

年数が50年ということで、だんだんそういっ

た年数に近づいてくると、そういった管路の

修繕とかの費用がかさんできて、だんだん経

営が苦しくなっていくというような状況が今

後考えられていくというような課題がござい

ます。 

 

○前川收委員 ということは、処理場本体

は、公益企業として県が管理するけれども、

引込線の管路本管も含めて、もう直前まで、

それは、それぞれの市町村管理なんですか。

その本管は下水道、こちらでやって、支線が

いっぱい、やり方が複雑でしょうけれども。 

 

○堤下水環境課長 流域下水道、県が管理し

ている部分は、幹線の管路も実は持っており

まして、処理場から集めてくる管路、３流域

合わせて約70キロ、管路のほうを今管理して

おります。その管路に接続する市町村の流域

関連の公共下水道は、それ以上の管路の延長

をもって維持管理されているというようなこ

とになります。 

 

○前川收委員 分かりました。 

 

○髙木健次委員長 ほかにありませんか。 

 

○西聖一委員 関連して、ちょっと何点かお

尋ねします。 

 １ページ、３つの広域下水道があるんでし

ょうけれども、決算は合算しているので、そ

れぞれの詳細よく分からないんですが、その

中で、４ページで職員数６人とあるのは、３

つで６人と解すると、２人ずつ配置というこ

となのかなっていうのと、その同じ決算書の
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純利益で、今年は３億2,000万上がってます

けれども、その下の剰余金の状況見ると、令

和５年度までが３億円で、令和６年度だけ３

億2,000万、ぽんと上がったってことは、そ

れ以前がマイナスのときもあったというふう

に解すのかというのと、もう１つ、ちょっと

１ページ、最初に戻るんですけれども、今年

の北部広域下水道のところで、ちょっと近く

にあるか関心があるんですけれども、今ＪＡ

ＳＭが接続しているのは、もうずっと聞いて

いるんですけれども、大津、菊陽辺り、いろ

んな会社がどんどんどんどん設立して、その

部分の企業の下水は接続はしていない、あく

までも、ここにあるように住民だけでやって

いるのかってのをちょっとお聞きしたいと思

います。 

 

○堤下水環境課長 まず、職員数につきまし

ては、熊本北部流域につきましては、県央の

ほうに管路のほうの維持管理、管路と処理場

のほうで必要な維持管理のための作業をやっ

てもらっております。 

 それと、八代北部のほうは県南のほうで担

当されてて、球磨川のほうは球磨局でという

ことで、それぞれの課の出先の機関の中で、

工務課の中で配置された人員が、３事務所合

わせて６人ということで今担当していると。 

 主に基本的な処理場の運営につきまして

は、指定管理者制度ということで指定管理者

が対応しておりますので、それ以外の、例え

ば、管路の５年に１回の点検とかを行うよう

な委託を発注したりとか、ちょっとした指定

管理者ができないような修繕のような業務を

出先のほうでまずやってもらっているという

ことでございます。 

 それと、２点目で、熊本北部の今ＪＡＳＭ

のほうの対応の話なんですけれども、今現

在、ＪＡＳＭ１のほうは熊本北部流域で、こ

れはもう正式に熊本北部で処理するというこ

とで処理を行っています。 

 それから、今現在建設しているソニーの新

工場と、先日報道もありましたけれども、Ｊ

ＡＳＭ２、こちらのほうの排水処理を新しい

特定公共下水道でやると。ただ、特定公共下

水道の処理場が完成するまでの間は、暫定的

に熊本北部のほうで受け入れて処理を行うと

いうような考えでやっております。 

 あと、それ以外の企業が入っていないかと

いう話ですけれども、もともとの熊本北部流

域の中にあるところで、いろんな企業、もち

ろんソニーさんの新しい工場以外のソニーの

工場とかは、当然熊本北部のエリアに入って

いますので、そちらで処理を行っています

し、それ以外の企業についても、処理区域に

入っている企業の排水につきましては、熊本

北部流域に接続されているものは処理を行う

というふうな状況でございます。 

 

○西聖一委員 まず、職員の数で、県北部、

県央の人がやっている。これは出向になっ

て、プロパー職員じゃないってことでいいん

ですかね。 

 

○堤下水環境課長 出向ではなく、今現在、

それぞれ出先機関の工務課に所属しながら、

この下水道の業務も併せて行っているという

ふうになります。 

 

○西聖一委員 いや、併せてと、給与費が出

ているから、ダブル受給で、出向という形を

取っているんですかって話。 

 

○堤下水環境課長 この企業会計のほうは一

部適用という形になっておりますので、職員

の給与は、こちら、６人の、担当の方の職員

の給料のみを下水道のほうから一般会計に出

して充てているというような形になります。 

 

○菰田土木部長 今御質問のあったところに

つきましては、各広域本部とか振興局には土



第５回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（令和７年10月20日) 

 - 45 - 

木部の工務課がございまして、工務課の中に

各係、道路係とか、治水係とか、河川担当が

ありますので、今言われている県央広域本

部、また、球磨地域振興局、また、県南広域

本部の中には、工務課の中に下水道班という

のが担っておられます。そういう職員の中

で、一部の職員が下水道専属で担当している

ということで、お金の大本のところで一部特

別会計から一般会計にまた繰入れというか、

出したところで支払うということで、身分の

関係上、こちらに計上させてもらっていると

いう形になります。 

 

○西聖一委員 だから、この会計から出たお

金は、じゃあ県が繰り入れて県職員に給与的

に充てているんでしょうか。何かよく分から

ない。 

 

○堤下水環境課長 職員給料につきまして

は、事業会計から、その６人分、一般会計に

出して、そこから職員の給料として支出をし

ていただいているという形です。 

 

○西聖一委員 県職員を身分離れていなく

て、給与だけもらうって話ですか。そういう

ことがあるんですか。ちょっとよく分からな

い。 

 

○堤下水環境課長 身分は県職員という身分

でやっていただいていると。 

 

○西聖一委員 普通、出向という形を取るん

じゃないんですか。 

 

○椎葉政策審議監 すみません。一応今出向

というのは、基本的に今回下水道事業の会計

というのは知事部局の中で、公営企業の財務

会計の適用だけを受けていますので、組織と

しては、知事部局の組織の中でやっています

ので、例えば企業局とかは、企業局と病院局

は、公営企業を全部適用していますので、組

織としては、知事部局とは違う組織という形

になります。 

 

○西聖一委員 了解いたしました。 

 

○髙木健次委員長 いいですか。 

 

○西聖一委員 はい、それは了解しました。 

 最後、企業接続の件は、ちょっとよくまだ

分からなかった。すみません。 

 

○椎葉政策審議監 企業接続につきまして

は、熊本北部流域下水道の処理区域というの

は、この処理のエリアをまず設定します。そ

ちらのエリアに入っているところの企業につ

きましては、北部流域下水道のほうに接続で

きるので、そちらのほうはやっていると。そ

れの代表的なやつはソニーの工場とか、そう

いったところが、ほかもいろいろありますけ

れども、そういったところはしっかりちゃん

と接続して処理を行っているというところで

す。 

 

○西聖一委員 それは、先ほど前川委員がお

っしゃられたように、市町村さんのほうでお

金を徴収してって話になるということで理解

していいんですか。 

 

○椎葉政策審議監 委員のおっしゃられたと

おりで、市町村のほうが料金は徴収されてお

ります、企業からです。 

 

○西聖一委員 分かりました。 

 

○髙木健次委員長 ほかにございませんか。 

 

○前田憲秀委員 説明資料４ページ、５ペー

ジ、今おっしゃったところですけれども、代

表監査委員の最初の話にあったように、収益
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的収支は、おおむね均衡する計画ですけれど

も、純利益を確保していると。確かにそのと

おり、３億2,000万、数字を見ても非常にい

い企業会計の数字じゃないかなと思うんです

よ。 

 この支出のところも減価償却が13億なの

で、これは基本的に現金が出ていません。現

預金を見てみたら、32億ぐらい現預金がある

んですよね。非常に成績のいいところだと思

うんですけれども、１つ思ったのが、この決

算資料の14ページに、先ほど老朽化とか様々

あったんですけれども、経営指標に関する事

項の中で、老朽化率というのが０％と書いて

ありますよね。右のページ、14ページ、表の

一番下です。これは、どういう意味なのかな

あと思って。 

 私は、ある程度やっぱり現預金もきちんと

ストックして将来の更新にも必要な考えもあ

られるのかなと思っているもんですから。 

 

○堤下水環境課長 この表の管渠老朽化率と

いうのが、管路の老朽化の割合を示すんです

けれども、管路、先ほど申しましたとおり、

県の造った流域下水道につきましては、運用

開始から30数年、一番長い熊本北部でもとい

うことです。管渠の耐用年数が50年となりま

すので、その50年に達した管渠が、今のとこ

ろゼロ、県が管理している管渠ですけれど

も。については、そういうことで０％という

ふうになっております。 

 

○前田憲秀委員 分かりました。 

 じゃあ将来的にはどうなんでしょうか。導

入したのは一時期であっても、更新するのは

一緒にまたやるという感じなのか、調査をし

て先に長寿命化で替えたほうがいいかと、そ

ういう議論というのはまだこれからという感

じなんですかね。 

 

○堤下水環境課長 管路につきましては、も

う５年に１回点検をやるということでやって

おります。先ほど、耐用年数50年ってありま

すけれども、その大規模な損傷とか、そうい

ったものがもし見つかったら、その都度新し

く管路の補修をかけていくというようなこと

になりますけれども、50年になりますと、も

っと本格的な、例えば、補修ではもうもたな

いやつだったら取替えをやるとか、そういっ

たことも考えられるということで、今の段階

では、まだ30数年ということなので、そうい

う点検で見つかったりしたものについて、緊

急を要するものにだけ補修とかを当てていく

ということで、今のところその大きな管路に

ついての補修の費用というのはかかっていな

いような状況でございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 最初に言いましたように、企業会計で見る

と物すごく優良な企業のように見えます。た

だ、収入の内訳で、一般会計からの新規借入

れだとか様々ありますので、私が言ったよう

に、将来に向けての老朽化防止、そういった

のもやっぱり何らかの数字で示してもいいん

じゃないかなという気がしたもんですから質

問させていただきました。よろしくお願いい

たします。 

 

○髙木健次委員長 ほかにありませんか。 

――なければ、これで下水道事業会計の審査

を終了します。 

 次回の第６回委員会は、10月24日金曜日午

前10時から開会し、午前に教育委員会、午後

から企業局及び病院局の審査を行うこととし

ておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。 

午後２時46分閉会 
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